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第２部 本市を取り巻く状況と課題 

第２部 本市を取り巻く状況と課題 

 

 

 

 

 

 

第２章 本市の概況 

１  市の概況 

２ 将来動向 

 

第３章 現状と課題 

１  市の環境と第三次計画の進捗評価 

２ 緑の現状と緑の計画の進捗評価 

３ 川越市の環境に関するアンケート調査結果概要 

４ 今後の課題 
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第２章 本市の概況 
 

１ 市の概況 

１-１ 位置 

本市は、都心から３０ｋｍ圏内の県西部地域に位置しており、古くから城下町として栄え、産業・

文化・経済の拠点として発展してきました。平成１５（２００３）年４月には県内初の中核市に移行し、

令和７（２０２５）年３月末の人口は３５２,６７３人となっています。 

市内には、東武東上線、西武新宿線及び JR 川越線の複数の駅が点在しています。鉄道のほか

にも、市西部を関越自動車道が南北に、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が市北部に接して通り、

国道１６号が東西に、国道２５４号が南北に抜けています。また、この間を、主要地方道をはじめとす

る幹線道路が中心市街地から放射線状に伸びる構造を取り、流通拠点としての位置付けを示して

います。 

 

■本市の位置 
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１-２ 地勢 

本市の地形は、武蔵野台地と荒川及び入間川沿いの低地に大きく区分されています。 

古くから台地を中心に人々が居住していたことがうかがえ、現在でも台地上に市街地、低地に農

地という土地利用が継続されており、入間川右岸の入間川扇状地は、古くからの水田であり、北部

及び東部は低層な沖積平野で稲作地帯となっています。 

地質は、未固結の堆積物からなる台地と低地からなっており、武蔵野台地では厚さ約４ｍのロー

ムが砂礫層の上に重なっています。台地の末端では、分布する粘土が不透水層となっており、自由

地下水面は比較的浅くなっています。 

■本市の地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：第五次総合計画 
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１-３ 気象 

本市の気候は太平洋側気候に属しており、年間を通じて晴天の日が多く、穏やかな気候となって

います。令和元（２０１９）年度～令和５（２０２３）年度の本市の気象に関するデータをみると、平均気

温は１６.３℃（全国平均１６.３℃）、平均湿度は６４.５％（全国平均７０.９％）、年間日照時間は

2,251.7 時間（全国平均２,０３９.７時間）、平均風速２.１ｍ/秒、降水量１,３１６.３ｍｍ（全国平均

1,711.3ｍｍ）となっています。 

 

■本市の気象状況 

 本市（県内）平均 

令和元（2019）年度～ 

令和5（2023）年度 

全国平均※3 

令和元（2019）年度～ 

令和5（2023）年度 

平均気温（℃） 16.3※1 16.3 

平均湿度（％） 64.5※1 70.9 

年間日照時間（時間） 2,251.7 （熊谷市）※2 

2,039.7  
2,121.0 （さいたま市）※2 

平均風速（ｍ/秒） 2.1※1 - 

降水量（ｍｍ） 1,316.3※１ 1,711.3 
※1 令和 5 年版統計かわごえ ※2 気象庁「過去の気象データ」の数値より算出 ※3 総務省統計局「日本統計年鑑」の数値より算出 

 

１-４ 歴史・文化 

大正１１（１９２２）年に県下で最初に市制を施行した本市は、大正１２（１９２３）年の関東大震災に際

しては軽微な被害にとどまったこともあり、市内の随所に貴重な建造物等が残っています。「小江戸」

という呼称に代表されるように、自然と調和した歴史や文化が今なお息づいているのも本市の特徴

のひとつです。国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けており、川越の歴史的景観を代表

する「一番街」の重厚な蔵造りを連ねる町並みや、ユネスコ無形文化遺産に登録されている川越氷

川祭の山車行事（川越まつり）、そのほか、市内には国・県・市の指定文化財が多く所在しています。 

  

川越まつりの様子 
（蔵造りの町並みと山車） 

重要伝統的建造物群保存地区
テキスト注釈
伝統的建造物群保存地区のうち、特に価値が高いと国が判断し選定されたもの。
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１-５ 産業 

本市の産業は、古くから農業・工業・商業がそれぞれに発展してきました。農業については、河川

沿いに広大な水田地帯が開けており、耕地面積、農家戸数とも県内の上位を占めています。工業

では計画的な工業団地の整備（川越狭山工業団地、富士見工業団地、川越工業団地等）により、内

陸型の工業都市として製造業、流通業などが集積し、また、県西部地域の中心都市として商業が栄

えてきました。さらに、蔵造りの町並みなど、歴史的・文化的資源により地域の魅力を高めており、

令和６（２０２４）年には年間約７３５万８千人の観光客が訪れるなど、観光も発展してきました。 

 

２ 将来動向 

２-１ 将来人口 

本市の将来人口は、令和１７（２０３５）年に３４万人を割り込むと見込まれていますが、第五次総

合計画の施策を確実に推進し、３４万人台を維持することを目指します。 

■将来人口推計と目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第五次総合計画 
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２-２ 土地利用 

令和５（２０２３）年現在の本市の地目別土地面積の割合は宅地が３３.０％と最も高く、次いでそ

の他が２０.９％、田が１８.５％、畑が１５.０％で高くなっています。 

令和元（２０１９）年～令和５（２０２３）年の地目別土地面積の割合をみると、宅地が０.６ポイント増

加する一方で田と畑はそれぞれ０.２ポイント、０.４ポイント減少しています。 

 

■地目別土地面積割合の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和 5 年版統計かわごえ 

 

２-３ 土地利用の方向性 

第五次総合計画では、目指すべき将来都市構造について、様々な機能が集積する箇所を示す

「核・拠点」、交通ネットワークを示す「軸」、土地利用の在り方を示す「ゾーン」の３つの構成要素で

整理しています。 

本計画に関連する事項としては、川越運動公園、河越館跡、（仮称）川越市森林公園計画地、く

ぬぎ山地区、伊佐沼、川越公園（川越水上公園）、なぐわし公園、池辺公園、安比奈親水公園、河川

敷公園（芳野地区）の１０箇所を「水・緑拠点」に位置付け、保全・活用を図ることが示されています。 

また、市街地を包み込む自然環境のまとまりを「自然共生ゾーン」に位置付け、自然と集落（都市）

が共生する環境整備及び自然環境を保全・活用していくこととしています。 
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H31(2019)

宅地

田

畑

山林

雑種地

その他

（年）

くぬぎ山
テキスト注釈
川越市、所沢市、狭山市、三芳町にまたがる約152haの平地林のこと。当地区の三富地域の平地林は、江戸時代に農用林としてつくられ、300年以上の間、農家による落ち葉はきや定期的な伐採更新により維持されている。
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■将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

出典：第五次総合計画を加工 

 

河川敷公園（芳野地区） 

川越運動公園 

なぐわし公園 

河越館跡 

川越公園 
（川越水上公園） 

池辺公園 

安比奈親水公園 

（仮称）川越市森林公園計画地 

くぬぎ山地区 

くぬぎ山
テキスト注釈
川越市、所沢市、狭山市、三芳町にまたがる約152haの平地林のこと。当地区の三富地域の平地林は、江戸時代に農用林としてつくられ、300年以上の間、農家による落ち葉はきや定期的な伐採更新により維持されている。
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第３章 現状と課題 
 

１ 市の環境と第三次計画の進捗評価 

１-１ 市の環境 

（１）脱炭素 

①温室効果ガス排出量 

本市の温室効果ガス総排出量のうち９８.８％を二酸化炭素が占めています。令和３（２０２１）年

度の二酸化炭素排出量は、１,５５１千ｔ-ＣＯ２となっており、平成２５（２０１３）年度から２４.６％減少し

ています。部門別では産業部門からの排出量が最も多く、次いで運輸部門が多くなっています。市

内の温室効果ガス総排出量は減少傾向にあるものの、市が掲げる目標の達成には至っていない状

況です。 

本市では、令和３（２０２１）年５月に「小江戸かわごえ脱炭素宣言」を表明し、令和３２（２０５０）年

カーボンニュートラルの実現を目指して、地球温暖化対策を進めています。 

 

■二酸化炭素排出量の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）令和 5 年度年次報告書 

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります 

 

②再生可能エネルギーの導入状況 

再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく本市

の令和５（２０２３）年度の再生可能エネルギーの導入量

は１２０,５５９ＭＷｈとなっています。導入されている再生

可能エネルギーの種類としては、太陽光発電とバイオマ

ス発電（※一般廃棄物によるもの）となっており、大部分

が太陽光発電で導入量は増加しています。 
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業務部門
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産業部門

（年度）

（千t-CO2）

公共施設に設置した太陽光パネル 

（霞ケ関北小学校） 

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
川越市が脱炭素社会実現に向けて取り組むことを表明した宣言のこと。本市は国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。

バイオマス発電
テキスト注釈
木材や植物残さなどのバイオマス（再生可能な生物資源）を原料として発電を行う技術のこと。
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■再生可能エネルギー導入量の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：自治体排出量カルテ（環境省） 

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります 

 

（２）循環 

①一般廃棄物の処理状況 

本市の令和５（２０２３）年度の一般廃棄物の焼却量は、８６,９５０ｔとなっており、ほぼ横ばいで推

移しています。また、可燃ごみの中に混ざっているプラスチック量については、令和５（２０２３）年度

は１０,５４０ｔとなっており、平成２５（２０１３）から平成２９（２０１７）年度とほぼ同程度となっています。 

 

■一般廃棄物の焼却量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境施設課資料 

  

34,517
45,836

57,780 63,721 67,848 74,393 78,039 81,611 84,896 89,008 92,98917,760

17,760

17,760
17,760 17,760

17,760 17,760 17,760 17,760 17,760
27,571

52,277

63,596

75,540
81,481 85,608

92,153 95,799 99,371 102,656 106,768

120,559

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30

（2018）

R元

（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

R4

（2022）

R5

（2023）

太陽光発電 バイオマス発電

（発電量:MWh）

（年度）

93,008 93,056 92,504 92,856 92,846 91,709 93,913 
90,118 89,146 90,746 

86,950 

10,204 
10,881 

10,020 
10,645 10,235 

12,340 11,904 
11,364 11,825 

12,819 

10,540 

8,000

16,000

24,000

32,000

0

40,000

80,000

120,000

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30

（2018）

R元

（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

R4

（2022）

R5

（2023）

一
般
廃
棄
物
焼
却
量
（
ｔ
）

一般廃棄物焼却量

可燃ごみの中に混ざっているプラスチック量

可
燃
ご
み
の
中
に
混
ざ
っ
て
い
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
量
（
ｔ
）



 

24 

第 

１ 

章 

第 

２ 

章 

第 

３ 

章 

第 

４ 

章 

第 

５ 

章 

第 

６ 

章 

第 

７ 

章 

第 

８ 

章 
第 

９ 

章 

第 

10 

章 

資 

料 

編 

第 

11 

章 

②リサイクル率 

本市の令和５（２０２３）年度のリサイ

クル率は２１.９％となっており、ほぼ横

ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③最終処分量 

本市の令和５（２０２３）年度の最

終処分量は３,５６６ｔとなっています。 

最終処分量については、令和２

（２０２０）年度から令和３（２０２１）年

度にかけて増加しています。これは、

ごみ処理経費を削減し新型コロナ

ウイルス感染症の流行に係る社会

保障費を優先するため、民間処理

施設に再資源化処理を委託してい

た焼却残渣の一部を、市最終処分

場における埋立処分に切り替えた

ことが要因となります。 

 

④資源循環促進に向けた取組 

本市では、３R の普及に向けて施設見学やリサイクル

体験講座の開催などを行っています。 

このほか、生ごみの減量に向けて、生ごみ処理機の購

入補助や給食センターから出る生ごみの堆肥化を進め

ています。 

事業者への取組としては、エコストア・エコオフィスの

認定や搬入検査を実施し、収集運搬業者に指導・助言な

どを行っています。 

  

■リサイクル率の推移 

■最終処分量の推移 

出典：令和 6 年度版かわごえの環境（第 8 号） 

出典：令和 6 年度版かわごえの環境（第 8 号） 
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資源化センター見学の様子 

エコストア・エコオフィス
テキスト注釈
川越市内で簡易包装やはかり売りの推進、ごみの減量や分別の徹底、節電や雨水利用など環境への負荷の低減を積極的に行っているお店や事業所を市が認定する制度のこと。
2年ごとの更新時に一定の基準を満たしていれば、通常認定より基準が高く、模範的な店舗・事業所であることを現すゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスへのステップアップが可能となる。

焼却残渣
テキスト注釈
ごみ焼却施設から最終的に排出される残渣のことで、焼却灰や集じん灰の総称。
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（３）生物多様性 

①かわごえ生き物調査 

本市では市民が市内に生息・生育する動植物に親しみながら調査・観察することにより、市内の

生物多様性の認識や自然環境の保全の意欲を高めるとともに、環境データの収集・蓄積に資する

ことを目的として、かわごえ生き物調査を実施しています。 

調査では、平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年の５年間で計１,５８４種の動植物を確認してい

ます。 

 

■分類群別報告種数 

種名 指標種 指標種以外 全ての種 

植物 24 812 836 

鳥類 13 113 126 

昆虫 18 351 369 

両生・爬虫類 6 10 16 

哺乳類 3 5 8 

その他 3 226 229 

合計 67 1,517 1,584 

 

 

埼玉県レッドデータブックの指定を受けており、指標種として調査をしている９種の希少な生き物

の確認状況をみると、カワセミ（地帯別危惧）やニホンカナヘビ（地帯別危惧）が多くなっています。 

このほか、平地林ではオオタカやキンラン、伊佐沼ではクロツラヘラサギの飛来やキタミソウ、河

川ではミナミメダカといった希少な生き物が確認されています。 

 

■指標種のうち、希少な生き物の報告状況 

種名 区分 報告件数 

クチナシグサ 準絶滅危惧（NT）  42 

シュンラン 準絶滅危惧（NT） 33 

カワセミ 地帯別危惧（RT） 84 

コサギ 準絶滅危惧2型（NT2） 61 

ニホンカナヘビ 地帯別危惧（RT） 84 

アオダイショウ 準絶滅危惧2型（NT2） 24 

トウキョウダルマガエル 準絶滅危惧1型（NT1） 37 

ニホンアカガエル 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 6 

マルタニシ 絶滅危惧Ⅱ類（VU） 6 

 

  

出典：かわごえ生き物調査活動報告書 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

絶滅の危険が増大している種 

準絶滅危惧（NT） 

現時点では絶滅危険度は小さ

いが、生息条件の変化によっては

「絶滅危惧」に移行する可能性のあ

る種 

準絶滅危惧 1 型（NT1） 

種本来の特性として脆弱な要素

をもつ種 

準絶滅危惧 2 型（NT2） 

生息状況の推移から判断して種

の存続への圧迫が強まっていると

判断される種 

地帯別危惧（RT） 

地帯区分でみた場合に既に絶滅

した、若しくは絶滅の恐れを危惧す

べき地帯があると判断される種 

出典：かわごえ生き物調査活動報告書 

埼玉県エコアップ認証
テキスト注釈
絶滅のおそれのある野生生物の種のリストのこと。

平地林
テキスト注釈
平地にある森林のこと。市内のまとまった平地林は、江戸時代以降に畑地の開墾と併せて人工的に木を植えつくられている。
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環境省が公表する生態系被害防止外来種リストの指定を受けており、指標種として調査をして

いる８種の注意すべき生き物の確認状況をみると、セイヨウタンポポ（重点対策外来種）やアカボシ

ゴマダラ（重点対策外来種）が多くなっています。 

このほか、市内ではアライグマやセイタカアワダチソウ、アメリカザリガニといった外来種が確認さ

れています。 

 

■指標種のうち、注意すべき生き物の報告状況 

種名 区分 報告件数 

アレチウリ  緊急対策外来種  58 

オオフサモ  緊急対策外来種  49 

オオブタクサ  重点対策外来種  97 

セイバンモロコシ  重点対策外来種  76 

セイヨウタンポポ  重点対策外来種  155 

ガビチョウ  重点対策外来種  49 

アカボシゴマダラ  重点対策外来種  157 

ミシシッピアカミミガメ  緊急対策外来種  49 

出典：かわごえ生き物調査活動報告書 

 

②野生鳥獣・外来生物 

ドバト等の鳥獣による生活環境や農作物への被害等の防止・軽減を図るため、市では有害鳥獣

の捕獲等の許可証の交付を行っており、令和５（２０２３）年度は３７件と近年で最も多くなっていま

す。 

また、県が策定した防除実施計画に基づき、特定外来生物に指定されているアライグマの防除を

毎年実施しており、令和５（２０２３）年度は２４０頭捕獲しています。また、アライグマのほか、市内で

は、オオフサモやナガエツルノゲイトウ、クビアカツヤカミキリなどの特定外来生物が新たに確認さ

れています。 

 

■アライグマの捕獲頭数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急対策外来種 

対策の緊急性が高く、積極的に

防除を行う必要がある種 

重点対策外来種 

甚大な被害が予想されるため、

対策の必要性が高い種 
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出典：令和 6 年度版かわごえの環境（第 8 号） 

緊急対策外来種
テキスト注釈
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある種として指定されている種のこと。

重点対策外来種
テキスト注釈
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い種として指定されている種のこと。

生態系被害防止外来種リスト
テキスト注釈
生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがある種を国が選定しリスト化したもの。
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③平地林 

本市の南部にはクヌギ、コナラ、アカマツなどの樹林地と畑地で構成される平地林が多く残って

おり、オオタカやキンランなど希少な生き物が生息する重要なエリアとなっています。 

また、平地林が広がる武蔵野台地は火山灰土に厚く覆

われ作物が育ちにくい土地であり、江戸時代から多くの

木を植えて平地林として育て、木々の落ち葉を掃き集め

て堆肥にして畑に入れ、土壌を改良して農業を営んでき

ました。 

こうして３６０年以上にわたり続けられてきた伝統農法

は「落ち葉堆肥農法」と呼ばれ、人との関わりを通じて景

観や生物の多様性を育むシステムが評価され、「武蔵野

の落ち葉堆肥農法」は、平成２９（２０１７）年３月に日本農

業遺産に、令和５（２０２３）年７月には世界農業遺産に認

定されました。 

 

④農地 

本市は、県内でも有数な農業が盛んな地域となってい

ます。農地には米や野菜などの食糧生産の場としての役

割のほか、雨水の一時貯留機能、農地や水路などで構成

される農空間は、トンボ類やコオロギ類などの昆虫やそれ

らを餌とする鳥類の住み処になるなど多面的機能を有し

ています。令和６（２０２４）年には、南古谷地区の水田で

コウノトリの飛来も確認されました。 

 

 

⑤社寺・史跡・旧跡 

市内に点在する社寺や史跡・旧跡に残るまとまった緑

地は、緑地の少ない市街地における生き物の住み処とな

るため、生物多様性の観点から重要となっています。山

王塚古墳は７世紀後半に造られた日本最大の上円下方

墳で大型古墳築造の終焉を考える上でも重要であり、歴

史・文化的な観点も含め、川越らしい自然環境の一つと

なっています。 

  

平地林での落ち葉集めの様子 

田んぼに飛来するコウノトリ 

山王塚古墳 

上円下方墳
テキスト注釈
古墳の一種で、下段が方形、上段が円形という二段構造を持つ古墳のこと。

世界農業遺産
テキスト注釈
世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する制度のこと。

武蔵野の落ち葉堆肥農法
テキスト注釈
火山灰土に厚く覆われ、作物が育ちにくい武蔵野台地において、多くの木を植えて平地林として育て、その落ち葉を掃き集めて堆肥にして畑に入れることで土壌を改良する伝統農法のこと。平成29年3月に日本農業遺産、令和5年7月に世界農業遺産に認定されている。
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⑥文化財 

令和６（２０２４）年１月現在、本市における指定文化財の総数は、２４８件となっており、このうち自

然環境として扱える史跡は３６件、天然記念物は９件、旧跡が４件となっています。天然記念物とし

ては、並木の大クス（県指定記念物）や出世稲荷神社のイチョウ（市指定記念物）、鯨井のヒイラギ

（市指定記念物）などがあります。 

 

■指定文化財一覧 

指定の種別 
有形文化財 

建造物 絵画 彫刻 工芸品 
古文書 

書跡・典籍 
考古資料 歴史資料 

総数（件） 64 5 14 26 36 7 7 

 国指定文化財 5 2 - 3 1 - - 

 県指定文化財 9 2 2 5 7 1 1 

 市指定文化財 50 1 12 18 28 6 6 

 

指定の種別 
有形民俗文

化財 

無形民俗文

化財 
史跡 

天然 

記念物 
旧跡 総数 

総数（件） 21 19 36 9 4 248 

 国指定文化財 - 1 2 - - 14 

 県指定文化財 1 6 3 1 4 42 

 市指定文化財 20 12 31 8 - 192 

出典：令和 5 年版統計かわごえ 

 

⑦公園・市街地 

市街地には、初雁公園や御伊勢塚公園などの大規模な都市公園や緑道、生産緑地地区を含む

都市農地、事業地内の緑地、住宅の庭など、多様な緑地があります。これらの緑地は、生き物の住

み処や餌場、移動経路として重要な役割を担っています。 

 

⑧池沼・湿地 

伊佐沼は自然沼としては県内最大の大きさであり、農

業用水として利用されています。伊佐沼は、希少な湿生

植物であるキタミソウの群生地であるだけでなく、野鳥

の観察スポットとしても知られており、クロツラヘラサギ

が飛来するなど多様な生き物が生息・生育する貴重な場

所となっています。 

 

 

   
伊佐沼で見つかったキタミソウ 

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。
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⑨河川 

本市は、入間川や小畔川、新河岸川など、川に囲まれる形で位置しています。これらの河川には

ミナミメダカやドジョウなど多様な魚類が生息しています。 

新河岸川はかつて舟運により川越と江戸の物資輸送に利用されており、川岸に河岸場が開設さ

れるとそこに農産物等様々な品物を扱う河岸問屋ができ、本市の商業の繁栄を支えました。 

 

（４）安全・安心 

①大気環境に関すること 

大気汚染物質の環境基準等が定められている項目について、測定局で大気汚染状況の監視を

実施しています。令和５（２０２３）年度時点で二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、一酸化

炭素、PM2.5（微小粒子状物質）及び有害大気汚染物質については、測定している測定局全てで

環境基準等を達成しています。しかし、光化学オキシダントについては、県外から風で運ばれる大

気汚染物質の影響などにより環境基準を超過する日が発生しています。 

また、大気中のアスベスト（石綿）濃度を測定しており、総繊維数濃度は１本/ℓ以下で低い値を維

持しています。 

 

②水環境に関すること 

水環境については、公共用水域及び地下水の水質調査を実施しています。公共用水域のうち河

川について、有機物による水質汚濁の指標である BOD（生物化学的酸素要求量）は、近年、環境

基準をおおむね達成していますが、一部地点において達成できていない年があります。 

地下水については、一部の区域で地下水の環境基準の超過が確認されています。 

 

③化学物質等の環境リスクに関すること 

特定化学物質については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律（PRTR 法）及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、事業者の化学物質排出状況等を

把握し、公表しています。 

また、ダイオキシン類については常時監視を行っており、令和５（２０２３）年度時点において全地

点で環境基準を達成しています。 

大気中の放射線量については、公共施設等でモニタリングしており、令和５（２０２３）年度時点に

おいて全地点で日本の自然放射線量の平均値と同程度となっています。 

  

BOD（ビーオ－ディー）
テキスト注釈
生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量で、河川の有機汚濁を測る代表的な指標のこと。BODが大きいほど、河川の汚濁が進んでいることになる。

PM2.5（微小粒子状物質）
テキスト注釈
直径2.5㎛（マイクロメートル：㎛＝100万分の1ｍ）以下の微粒子のこと。粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや肺がんなどの影響が懸念されている。

アスベスト
テキスト注釈
アスベスト（石綿）は天然の鉱物繊維のことで、丈夫で変化しにくい特性から建材や工業製品に広く使用されていた。しかし、発がん性が問題となり、国では平成18（2006）年に全面禁止されている。アスベストが使われている古い建物の解体や改修においては、飛散防止対策として資格者による調査と適切な処理が義務付けられている。

一酸化炭素
テキスト注釈
主に物の不完全燃焼により発生する物質で、血液中のヘモグロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害する。

光化学オキシダント
テキスト注釈
工場や車から出る窒素酸化物や揮発性有機化合物が紫外線を受け反応してできる酸化力の強い物質の総称。光化学オキシダントの濃度が高くなり、遠くの景色やビルが「もや」がかかったように見えにくくなる現象は光化学スモッグと言われている。

ダイオキシン類
テキスト注釈
極めて毒性の強い有機塩素系化合物で、ダイオキシン類対策特別措置法に定めるものとしては、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがある。

二酸化硫黄
テキスト注釈
無色、刺激臭の有毒な気体で、人体の粘膜質、特に気道を刺激する。亜硫酸ガスともいい、硫黄分の燃焼に伴って生じる。

二酸化窒素
テキスト注釈
物の燃焼により一酸化窒素が発生し、大気中で酸化され二酸化窒素となる。高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼす。

浮遊粒子状物質
テキスト注釈
大気中に浮遊する粒子状物質。主に、工場、自動車等から排出される。大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管等に沈着して呼吸器に悪影響を及ぼす。
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（５）地域づくり・人づくり 

①歴史・文化、地域美化に関すること 

本市は、城下町と市街地を取り囲む田園地帯が、固有

の自然や歴史、文化等を共有しながら一体となり発展し

てきた都市です。中心市街地には、蔵造りの町並みで有

名な伝統的建造物群保存地区のほか、歴史ある社寺や

史跡等が数多く残るなど、周辺都市にはない特色をもっ

ています。環境面から見ても昔ながらの町並みや社寺林

等は重要で、将来に渡って残したい景観として適切に保

存・保全していくことが望まれています。 

自然と調和した歴史的町並みの保存に向けて、伝統的 

建造物群保存地区では、樹木の保存を図るとともに、伝統的建造物の保存修理や新築の修景事業

などを行っています。 

地域美化については、毎年緑の募金を原資とした緑化活動やクリーン川越市民運動（ごみゼロ

運動）などを実施しています。 

このほか、景観を損なう可能性がある空家等・あき地については、所有者等に対し、適切な管理

を促すために情報提供や助言などを行っています。 

 

②まちづくりに関すること 

本市は高速道路や国県道などの幹線道路や鉄道、路線バスにより周辺都市と広域的に結ばれて

いる県西部地域の拠点となっています。 

交通網の円滑化や利便性の向上に向けて、道路の整備や市内循環バス「川越シャトル」の運行な

どを行っています。また、環境負荷の少ない徒歩・自転車の利用促進に向けて、パークアンドサイク

ルライドやパークアンドバスライドの実施やシェアサイクルの運用なども行っています。 

このほか、災害への備えとして、毎年度帰宅困難者対策訓練の実施やハザードマップの周知など

を行っています。 

 

③人材育成に関すること 

環境保全意識の醸成に向けて、広報川越や市ホーム

ページ、パブリシティ、市内循環バス「川越シャトル」のデ

ジタルサイネージ放映などを活用し、環境情報を発信し

ています。 

将来を担うこどもたちに対しては、ESD（持続可能な

開発のための教育）の実践や社会見学、校外学習など身

近な環境について学ぶ機会を提供し環境保全意識の醸

成を図っています。 

また、地域における環境学習・環境活動に対しては、環 

境に関する各種講座や生き物調査、観察会の開催など環境について学ぶ機会を提供するとともに、

つばさ館や公民館、児童館などを活用した情報発信や啓発なども行っています。 

ごみゼロ運動の様子 

さかな観察会の様子 

ESD（イーエスディー）
テキスト注釈
「Education for Sustainable Development」の略称で、持続可能な開発のための教育のこと。現代社会の問題を自らの問題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動のこと。

シェアサイクル、自転車シェアリング
テキスト注釈
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、自転車の貸出や返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

デジタルサイネージ
テキスト注釈
ディスプレイやプロジェクターなどのデジタル表示機器を使って、情報や広告、案内コンテンツを配信・表示する仕組みのこと。従来の紙看板やポスターに代わる「電子的な掲示板」として、商業施設や公共施設など広い場所で利用されている。

パークアンドライド（パークアンドサイクルライド・パークアンドバスライド）
テキスト注釈
交通渋滞緩和や環境負荷軽減のため、商業施設などの指定駐車場でマイカーからバスや電車などに乗り換えて通勤、通学するシステムのこと。
パークアンドサイクルライドやパークアンドバスライドは、パークアンドライドの一種で、郊外の公共施設まで自動車でアクセスし、公共施設の駐車場に駐車して、自転車（サイクル）やバスに乗り換えて目的地まで移動する方法のこと。

ハザードマップ
テキスト注釈
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。

パブリシティ
テキスト注釈
企業や団体などが自社の製品やサービス、取組などに関する情報をメディアに提供し、報道として取り上げてもらう広報手法のこと。
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１-２ 第三次計画の進捗評価 

第三次計画では、望ましい環境像である「みんなでつくる、自然・歴史・文化の調和した人と環境

にやさしいまち」の実現に向けて、５つの環境目標を設定した上で、環境目標に沿った１１の大施策と

３７の中施策、これを実現するための２００の具体的取組を示しています。さらに、計画の実効性を

確保するため、目標値設定のある５０の環境指標と目標値設定をしない１９の環境指標との合計６９

の環境指標を設定しています。 

ここでは、①目標値設定のある５０の環境指標の達成状況、②目標値設定をしない１９の環境指

標の進捗状況、③環境目標達成に向けた２００の具体的取組の実施状況の３つの視点から評価し

ました。 

なお、第三次計画の進捗詳細については、本市の環境の現状と環境の保全・創造に関する施策

についての実施状況を取りまとめた年次報告書「かわごえの環境」を毎年度発行し、市民に公表し

ています。 
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①目標値設定のある５０の環境指標の達成状況 

目標値設定のある５０の環境指標について、平成２６（２０１４）年度を基準年度として、令和５

（2023）年度の実績を基に評価しました。達成した環境指標が１９、未達成だった環境指標が３１と

なっています。 

また、目標値が未達成だった３１の環境指標については、基準年度である平成２６（２０１４）年度

の実績と令和５（２０２３）年度の実績を比較した進捗状況を、「進展が見られる」、「横ばい」、「進展

が見られない」の３区分に整理しました。 

未達成だった環境指標のうち、約５８％に進展が見られており、おおむね良好に推移していると

評価します。 

 

■目標値設定のある 50 の環境指標の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進展が見られる 4

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 3

進展が見られる 1

横ばい 1

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 2

進展が見られる 2

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 1

横ばい 1

進展が見られない 0

進展が見られる 2

横ばい 2

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 4

横ばい 1

進展が見られない 0

進展が見られる 4

横ばい 0

進展が見られない 1

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 2

進展が見られる 18

横ばい 5

進展が見られない 8

施　　　　　策

目標値設定のある50の環境指標の達成状況

達成した
環境指標

未達成の環境指標

（再掲）目標値が未達成の
31の環境指標の進捗状況

指標数

１．地球温暖化対
　　策の推進

2 4

２．循環型社会
     の構築

3 3

6

6

３．生物多様性の
　　保全

0 2

４．貴重な緑の保全 1 2

2

3

５．多様な緑の創出
　　・育成

0 2

６．大気環境の保全 2 2

2

4

７．水環境の保全 3 4

８．化学物質等の
　　環境リスク対策

3 0

7

3

９．歴史と文化を
　　生かした地域
　　づくり

1 5

10．快適に暮らせる
　　 まちづくり

3 5

6

8

目標値設定のある50の環境指標の達成状況・目標値が未達成の31の環境
指標の進捗状況

11．人づくり・ネット
　　 ワークづくり

1 23

50 19 31

環境目標3
自然を大切にし、ともに生き、次の世代に
引き継ぎます
「自然共生」

環境目標4
健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の
健康を守ります
「安全・安心」

環境目標1
地球環境にやさしく、豊かさを実感できる二酸化炭素
排出の少ないまちを実現します　「低炭素」

環境目標2
資源の循環的な利用を促進し、ごみを減らした
美しいまちを実現します　「循環」

環境目標5
市民、事業者、民間団体との協働により、歴史と
文化を生かし、快適に暮らせるまちを実現します
「地域づくり・人づくり」
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②目標値設定をしない１９の環境指標の進捗状況 

目標値設定をしない１９の環境指標について、基準年度である平成２６（２０１４）年度の実績と令

和５（２０２３）年度の実績を比較した進捗状況を、「進展が見られる」、「横ばい」、「進展が見られな

い」の３区分に整理しました。 

進展が見られる指標が７で約３７％、横ばいの指標が３で約１６％、進展が見られない指標が９で

約４７％となっています。施策分野によって進展が見られる分野と進展が見られない分野があり、特

に進展が見られない指標が多い「４．貴重な緑の保全」や「５．多様な緑の創出・育成」、「１１．人づく

り・ネットワークづくり」については原因の把握と対策が重要となっています。 

 

■目標値設定をしない 19 の環境指標の進捗状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標数

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 3

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 1

横ばい 0

進展が見られない 2

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 3

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 1

進展が見られる 2

横ばい 1

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 1

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 0

進展が見られる 0

横ばい 0

進展が見られない 1

進展が見られる 1

横ばい 1

進展が見られない 2

進展が見られる 7

横ばい 3

進展が見られない 9

環境目標5
市民、事業者、民間団体との協働により、歴史と
文化を生かし、快適に暮らせるまちを実現します
「地域づくり・人づくり」

９．歴史と文化を
　　生かした地域
　　づくり

10．快適に暮らせる
　　 まちづくり

11．人づくり・ネット
　　 ワークづくり

目標値設定をしない19の環境指標の進捗状況

3

環境目標4
健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の
健康を守ります
「安全・安心」

環境目標3
自然を大切にし、ともに生き、次の世代に
引き継ぎます
「自然共生」

３．生物多様性の
　　保全

４．貴重な緑の保全

５．多様な緑の創出
　　・育成

６．大気環境の保全

７．水環境の保全

８．化学物質等の
　　環境リスク対策

施　　　　　策 進捗状況

環境目標1
地球環境にやさしく、豊かさを実感できる二酸化炭素
排出の少ないまちを実現します　「低炭素」

１．地球温暖化対
　　策の推進

環境目標2
資源の循環的な利用を促進し、ごみを減らした
美しいまちを実現します　「循環」

２．循環型社会
     の構築

0

0

0

1

4

19

3

3

1

3

1
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③環境目標達成に向けた２００の具体的取組の実施状況 

環境目標達成に向けた２００の具体的取組について、基準年度である平成２６（２０１４）年度から

の実績を確認し、実施状況を「完了」、「順調」、「遅れ」、「未着手」の４区分に整理しました。 

完了及び順調が約９割を占めており、おおむね良好に進行していると評価します。 

一方、遅れは約４％、未着手は約１％となっており、全体として約５％の取組について、原因の把

握と対策が重要となっています。 

 

■環境目標達成に向けた 200 の具体的取組の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策数 完　了 順　調 遅　れ 未着手

環境目標1
地球環境にやさしく、豊かさを実感できる二酸化炭素排出の
少ないまちを実現します　「低炭素」

１．地球温暖化対策の推進 21 1 16 4 0

環境目標2
資源の循環的な利用を促進し、ごみを減らした
美しいまちを実現します　「循環」

２．循環型社会の構築 21 0 21 0 0

環境目標3 ３．生物多様性の保全 14 0 14 0 0

自然を大切にし、ともに生き、次の世代に
引き継ぎます

４．貴重な緑の保全 19 0 19 0 0

「自然共生」 ５．多様な緑の創出・育成 14 0 11 3 0

環境目標4 ６．大気環境の保全 14 0 14 0 0

健やかな暮らしのできる環境を確保し、市民の
健康を守ります

７．水環境の保全 24 0 24 0 0

「安全・安心」 ８．化学物質等の環境リスク対策 17 0 17 0 0

環境目標5
９．歴史と文化を生かした地域
　　づくり

11 0 11 0 0

市民、事業者、民間団体との協働により、歴史と
文化を生かし、快適に暮らせるまちを実現します

10．快適に暮らせる まちづくり 23 1 21 0 1

「地域づくり・人づくり」 11．人づくり・ネットワークづくり 22 1 19 1 1

200 3 187 8 2合　　　　　計

施　　　　　策
200の具体的取組の実施状況
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④第三次計画の評価 

第三次計画では、望ましい環境像の実現を目指し、各種の施策に取り組んできました。 

前述のとおり、①目標値設定のある５０の環境指標の達成状況、②目標値設定をしない１９の環

境指標の進捗状況、③環境目標達成に向けた２００の具体的取組の実施状況は、全体としておおむ

ね良好に成果を上げてきました。一方で、進捗が芳しくない指標や既に事業を完了したもの、一部

に遅れが生じている事業などがあり、原因の把握と対策が重要となっています。 

進捗が芳しくない指標としては「４．貴重な緑の保全」や「５．多様な緑の創出・育成」、「１１．人づく

り・ネットワークづくり」に関する指標があり、緑については今後の人口の展望やまちづくりの方針な

どを踏まえ指標や目標値などを見直す必要があります。また、人づくり・ネットワークづくりについて

は、新型コロナウイルス感染症の流行などによる外出自粛の影響が大きかったことから、流行前後

の実績等を踏まえ、目標値を検討する必要があります。 

既に事業を完了したものとしては、本庁舎、東庁舎、分室及び上下水道局庁舎における自動水

栓又は節水型機器の導入や工業団地の造成・企業への引き渡しなどがあります。 

一部遅れが生じている事業としては、「１．地球温暖化対策の推進」の公共施設における省エネの

推進や市民、事業者及び民間団体等への啓発などに関する取組や「５．多様な緑の創出・育成」の

歴史と水と緑の回廊の整備や伊佐沼及び伊佐沼公園の整備などとなっています。また、「１０．快適

に暮らせるまちづくり」及び「１１．人づくり・ネットワークづくり」では地区計画等の活用や環境アドバ

イザー制度等の活用に関する取組で未着手が生じており、原因の把握と対策が重要となっていま

す。 

第四次計画では、これらの評価結果や社会情勢、市民意識などを踏まえ、方向性を再検討し、本

市の実情に応じた取組を推進していきます。 

 

  

環境アドバイザー制度
テキスト注釈
環境保全に関する有識者、環境保全活動の実践者から構成される環境アドバイザーを、地域の環境活動や学習会に講師として派遣する制度のこと。
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２ 緑の現状と緑の計画の進捗評価 

２-１ 緑の現状 

（１）緑の構成 

令和６（２０２４）年３月末現在、本市における緑の現況面積は５,４６４.７ｈａで、市域面積の

50.1％を占めています。その内訳は「農地、牧草地その他これらに類するもの（以下「農地・牧草地」

といいます。）」が３,７２２.４ｈａで最も多く、次いで「水辺・水面」、「山林・原野その他これらに類する

もの（以下「山林・原野」といいます。）」、「都市公園」、「公共施設緑地」、「民間施設緑地」の順とな

っています。 

「農地・牧草地」は市街化区域を取り囲む形でまとまった規模で位置しており、市街化区域内に

おいても、南古谷地区、高階地区、福原地区、大東地区等の市の南部を中心に点在しています。 

「山林・原野」は、福原地区、霞ケ関地区西部、名細地区北部等にまとまった量が分布しており、

これらの多くは雑木林です。また、市街化区域内の「山林・原野」は少なく、社寺境内地に見られる

程度となっています。 

「水面・水辺」は入間川、小畔川が市を取り囲むように流れています。また、東部の古谷地区には、

県内最大規模の自然湖沼である伊佐沼が位置しており、ここから九十川が南部に向かって流れて

います。また、本庁地区を取り囲むように流れる新河岸川をはじめ、多くの河川が市内を流れてい

ます。 

 

■緑の構成 

区  分 
令和 6 年 3 月 

面積（ｈａ） 

平成 26 年 3 月 

面積（ｈａ） 

平成 17 年 3 月 

面積（ｈａ） 

平成 26 年からの 

増減面積（ｈａ） 

施設緑地 

都市公園 

（）内は緑被面積を示す 

168.1 

（139.5） 
161.3 146.0 6.8 

公共施設緑地 158.8 162.9 152.4 -4.1 

民間施設緑地 97.6 104.9 102.7 -7.3 

その他の緑 

（地目別） 

水面・水辺：河川・池沼・水路・河岸 905.2 867.0 884.9 38.2 

山林・原野その他これらに類するもの 412.6 473.9 475.4 -61.3 

農地・牧草地その他これらに類するもの 3,722.4 3,894.9 4,210.0 -172.5 

緑の現況量 総計 5,464.7 5,664.9 5,971.4 -200.2 

市域に対する割合 50.1％ 51.9％ 54.7％ -1.8％ 

※ 緑の現況調査方法について 
空中写真のオルソ画像より、「緑被率標準調査マニュアル」（東京都環境保全局）に基づき、緑被等抽出（樹木地、草地、農地、裸地、水

面）を行い、施設緑地では自然面（樹木地、雑草地、農地、裸地、水面）を緑地面積とし、その他の緑は、緑被地を地目別に水面・水辺・農

地に分類し、山林・原野については、民有林・保存樹林等を含むまとまりのある緑被地を対象とした。 

※ 市の面積について 
国土地理院が公表した全国都道府県市区町村別面積調の値を用いた（平成 17～26 年：10,916.0ｈａ、令和 6 年：10,913.0ｈａ）。 

  

オルソ画像
テキスト注釈
空中写真の歪みを正射投影により補正した画像のこと。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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■緑の現況図 
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平成２６（２０１４）年からの緑の変化を見ると、全体では２００.２ｈａの緑が減少しています。特に

「農地・牧草地」が著しく、１７２.５ｈａの緑が減少しています。霞ケ関地区北部や大東地区南部では、

宅地化の進行等により、「農地・牧草地」と「山林・原野」の減少が際立っています。 

また、平成１７（２００５）年からの緑の変化をみると、大東地区南部や高階地区では「農地・牧草地」

が、霞ケ関地区北部や福原地区南部では「山林・原野」が特に減少しています。 

 

■緑の変遷 

 

 

  

凡 例 

緑の現況（平成 26 年と令和 6 年）の比較 

：変化なし 

：減少 

：増加 
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■緑の現況図の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 17（2005）年 3 月末時点 平成 26（2014）年 3 月末時点 

令和 6（2024）年 3 月末時点 
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（２）緑地の概要 

１）施設緑地の現況 

①都市公園 

都市公園の整備状況は、都市計画区域内全体で３２５箇所となっており、平成２６（２０１４）年から

２７箇所増加しています。面積は１６８.１ｈａ整備されており、市民１人当たりの都市公園面積は、４.８

㎡で、平成２６（２０１４）年から０.２㎡増加となっています。 

主な公園としては、川越運動公園（運動公園）、初雁公園（運動公園）、御伊勢塚公園（地区公園）、

伊佐沼公園（風致公園）、安比奈親水公園（都市緑地）、仙波河岸史跡公園（歴史公園）、なぐわし

公園（総合公園）、川越公園（川越水上公園）（総合公園：県営）等が挙げられます。 

 

■都市公園の種別ごとの整備状況 令和 6（2024）年 3 月末現在 

種類 
市街化区域 都市計画区域 

箇所数 面積（ｈａ） 箇所数 面積（ｈａ） 

基幹 

公園 

住区基幹公園 181 32.9 289 43.1 

 街区公園 175 21.5 281 27.6 

近隣公園 5 7.0 7 11.1 

地区公園 1 4.4 1 4.4 

都市基幹公園 2 44.1 4 63.0 

 総合公園 1 39.6 2 45.0 

 運動公園 1 4.5 2 18.0 

特殊公園 風致公園 0 0.0 1 2.9 

  動植物公園 0 0.0 0 0.0 

  歴史公園 2 1.0 3 2.4 

  墓園 0 0.0 0 0.0 

  その他 0 0.0 0 0.0 

広場公園 1 0.1 1 0.1 

広域公園 0 0.0 0 0.0 

緩衝緑地 1 1.2 1 1.2 

都市緑地 7 3.8 26 55.5 

緑道 0 0.0 0 0.0 

都市林 0 0.0 0 0.0 

国の設置によるもの 0 0.0 0 0.0 

都市公園合計 194 83.1 325 168.1 

出典：公園整備課資料 

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります 
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②公共施設緑地 

公共施設緑地は、公立の教育施設、公営の市民農園、

児童遊園等が挙げられます。総面積は、１５８.８ｈａです。

平成２６（２０１４）年と比較すると、４.１ｈａ減少しています。 

 

 

 

 

 

 

③民間施設緑地 

民間施設緑地は、市民の森、社寺境内地等が挙げら

れます。総面積は、９７.６ｈａです。平成２６（２０１４）年と

比較すると、７.３ｈａ減少しています。 

 

 

 

 

 

 

２）地域制緑地の現況 

地域制緑地の指定状況は、以下のとおりです。 

平成２６（２０１４）年と比較すると、農用地区域が１８.０ｈａ、生産緑地地区が１３.７ｈａ、保存樹林が

９.1ｈａ減少しています。 

 

■地域制緑地の指定状況 令和 6（2024）年 3 月末現在 

区分 面積（ｈａ） 備考 

生産緑地地区 128.5 都市計画課資料 

近郊緑地保全区域 512.9 環境政策課資料 

農用地区域 2,369.0 農政課資料 

河川区域 1,102.4 緑地現況図 

天然記念物 （9箇所） 文化財保護課資料 

史跡 4.8 文化財保護課資料（河越館跡のみ） 

ふるさとの緑の景観地 48.0 環境政策課資料 

保存樹林 36.8 環境政策課資料 

※河川区域は、県管理河川（約 281.7ｈａ）を含めて算出したことで平成 26 年より増加。 

  

古尾谷八幡神社児童遊園 

東洋大学こもれびの森 

河川区域
テキスト注釈
河川法が適用される区域のことで、一般に堤防と堤防に挟まれた間の区間のこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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３）緑地の総量 

本市における緑地の総量は、４,０１４.５ｈａとなり、市全体で３６.８％を占めています。平成２６

（2014）年と比較すると、面積で７４.８ｈａ、割合で０.７％増加しています。なお、増加した要因として

は、その他法等によるものに含まれる河川区域において、新たに県管理河川を含めて算出したこと

が挙げられます。 

 

■施設緑地及び地域制緑地の現況量 令和 6（2024）年 3 月末現在 

区分 面積（ｈａ） 

施設緑地 都市公園 168.1 

公共施設緑地 158.8 

民間施設緑地 97.6 

施設緑地小計 424.5 

施設緑地間の重複 0.0 

施設緑地合計 424.5 

地域制緑地 近郊緑地保全区域 512.9 

生産緑地地区 128.5 

その他法等によるもの 3,561.0 

地域制緑地小計 4,202.4 

地域制緑地間の重複 -531.9 

地域制緑地合計 3,670.5 

施設・地域制緑地間の重複 -80.5 

緑地現況量 4,014.5 

市域（10,913.0ｈａ）に対する割合 36.8％ 

※ その他法等によるもの：農用地区域、河川区域、史跡、保存樹林、ふるさとの緑の景観地 

※ 緑地の総量調査方法について 

施設緑地は緑の現況調査と同様で、地域制緑地は各課の資料をもとに卓上積み上げを行い、重複部分を計測処理した。 

 
  

河川区域
テキスト注釈
河川法が適用される区域のことで、一般に堤防と堤防に挟まれた間の区間のこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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■緑地の現況図 
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２-２ 緑の計画の進捗評価 

ここでは、便宜的に緑の計画の評価をするため、①目標の達成状況、②目標値設定のある１０の

指標の達成状況、③目標値設定をしない８の指標の進捗状況、④重点計画における３０項目の取

組の実施状況、⑤個別計画における１０４項目の取組の実施状況といった５つの視点から評価しま

した。 

なお、緑の計画の進捗詳細については、年次報告書「かわごえの環境」に取りまとめ、毎年度発

行し、市民に公表しています。 

 

①目標の達成状況 

緑の計画における目標の達成状況（数値目標）は、いずれの目標も達成できませんでした。特に

その他の緑の面積や法や条例等の指定を受けた樹林地の面積は、従前値を下回っており、その原

因を検証し、改善を図っていく必要があります。 
 

計画の目標：法指定の拡大や施設緑地の整備により、市域に対して約 4 割の緑を維持して
いくことを目指します。 

従前値 
平成 25（2013）年度 

評価値 
令和 5（2023）年度 

目標値 
令和 7（2025）年度 

36.1％ 
（3,939.7ｈａ） 

36.8％ 
（4,014.5ｈａ） 

37.5％ 
（4,097.1ｈａ） 

  

 

  

18.7 18.6 18.5 

12.9 13.7 12.9 
0.7 0.7 1.6 
0.9 0.9 0.9 
1.5 1.4 1.6 

1.4 
1.5 2.1 

0

10

20

30

40

50

従前値

H25(2013)

評価値

R5(2023)

目標値

R7(2025)

（％）

その他の緑

都市公園

公共施設緑地（公立学校グラウンド等）

民間施設緑地（社寺境内地、民間市民農園等）

法・条例の指定を受けた樹林地

その他の地域制緑地（河川区域、生産緑地等）

農用地区域

（年度）

36.1％ 36.8％ 37.5％

河川区域
テキスト注釈
河川法が適用される区域のことで、一般に堤防と堤防に挟まれた間の区間のこと。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

地域制緑地
テキスト注釈
緑地の保全や緑化を推進するために、一定の土地の区域に対して適用し、土地利用や開発を規制する、法律や条例などに基づく緑地のこと。
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計画の目標：都市公園や広場等の面積を、現在の約 1.3 倍（市民 1 人当たり 15.0ｍ２）とす
ることを目指します。 

従前値 
平成 25（2013）年度 

評価値 
令和 5（2023）年度 

目標値 
令和 7（2025）年度 

12.0 ㎡/人 12.0 ㎡/人 15.0 ㎡/人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の目標：法や条例等の指定により維持する樹林地の面積を、約 2 倍に拡大することを
目指します。 

従前値 
平成 25（2013）年度 

評価値 
令和５（2023）年度 

目標値 
令和 7（2025）年度 

100ｈａ 89ｈａ 200ｈａ 

 

  

   

4.6 4.8
6.8

4.4 4.5

5.2
3.0 2.8

3.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

従前値

H25(2013)

評価値

R5(2023)

目標値

R7(2025)

（㎡/人）

民間施設緑地 公共施設緑地 都市公園

12.0

15.0

（年度）

12.0

100 89 

200 

0

100

200

300

400

従前値

H25(2013)

評価値

R5(2023)

目標値

R7(2025)

（ha）

その他の樹林地 法・条例等の指定を受けた樹林地

（年度）

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。
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②目標値設定のある１０の指標の達成状況 

目標値設定のある１０の指標について、平成２６（２０１４）年度を基準年度として、令和５（２０２３）

年度の実績を基に評価しました。達成した指標が２、未達成だった指標が８となっており、達成した

指標は全体の２０％にとどまっています。 

また、目標値が未達成だった８の指標については、基準年度である平成２６（２０１４）年度の実績

と令和５（２０２３）年度の実績を比較した進捗状況を、「進展が見られる」、「横ばい」、「進展が見ら

れない」の３区分に整理しました。 

未達成だった指標のうち、進展が見られる指標が３で約３８％、横ばいの指標が１で約１３％、進

展が見られない指標が４で約５０％となっています。 

 

■目標値設定のある 10 の指標の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③目標値設定をしない８の指標の進捗状況 

目標値設定をしない８の指標について、基準年度である平成２６（２０１４）年度の実績と令和５

（2023）年度の実績を比較した進捗状況を、「進展が見られる」、「横ばい」、「進展が見られない」

の３区分に整理しました。 

進展が見られる指標が２で約２５％、横ばいの指標が１で約１３％、進展が見られない指標が５で

約６３％となっています。進展が見られない指標としては「樹林地の面積」や「緑地面積」など緑を増

やすことに関する指標が多くなっており、開発等が進み緑の面積が減少している実情を踏まえ、対

策や目標値の見直しが重要となっています。   

1)水と緑と農地の保全 進展が見られる 0

2)歴史的環境の保全 横ばい 1

3)生き物の生息・生育空間となる緑の保全 進展が見られない 2

4)水と緑のネットワークの形成

5)身近で安全・安心な都市公園等の整備

6)歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公
園等の整備

進展が見られる 3

7)公共施設緑化の推進 横ばい 0

8)民有地緑化の促進 進展が見られない 1

進展が見られる 0

横ばい 0

10)水と緑を守り・つくり・育てるしくみづくり 進展が見られない 1

進展が見られる 3

横ばい 1

進展が見られない 4

2 8

0 4

1 1

1 3

基本方針 個別計画 指標数

目標値設定のある10の指標の達成状況

達成した
指標

未達成の指標

（再掲）目標値が未達成の
8の指標の進捗状況

目標値設定のある10の指標の達成状況

4

2
9)緑に親しむきっかけづくり

１．川越の歴史的環
境を形成する水と緑
をまもります
～緑をまもる～

２．歴史と文化が香
る緑豊かなまちをつ
くります
～緑をつくる～

３．水と緑のまちをそ
だてます
～緑をはぐくむ～

10

4
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■目標値設定をしない 8 の指標の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④重点計画における３０項目の取組の実施状況 

重点計画における３０項目の取組の実施状況は、順調が８割以上を占めており、おおむね良好に

進行していると評価します。 

一方、遅れは約６.７％、未着手は１０.０％となっており、原因の把握と対策が重要となっています。 

 

■重点計画における 30 項目の取組の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策数 完了 順調 遅れ 未着手

１．花いっぱい運動の展開 8 0 7 0 1

２．ふれあいの水辺づくり 10 0 7 2 1

３．ふるさとの雑木林づくり 5 0 5 0 0

４．小江戸回廊づくり 7 0 6 0 1

合　　計 30 0 25 2 3

重点計画における30項目の取組の実施状況の割合 100.0% 0.0% 83.3% 6.7% 10.0%

重点計画
重点計画における30項目の取組の実施状況

基本方針 個別計画 指標数

1)水と緑と農地の保全 進展が見られる 2

2)歴史的環境の保全 横ばい 1

3)生き物の生息・生育空間となる緑の保全 進展が見られない 2

4)水と緑のネットワークの形成

5)身近で安全・安心な都市公園等の整備

6)歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公
園等の整備

進展が見られる 0

7)公共施設緑化の推進 横ばい 0

8)民有地緑化の促進 進展が見られない 2

進展が見られる 0

横ばい 0

10)水と緑を守り・つくり・育てるしくみづくり 進展が見られない 1

進展が見られる 2

横ばい 1

進展が見られない 5

１．川越の歴史的環
境を形成する水と緑
をまもります
～緑をまもる～

5

２．歴史と文化が香
る緑豊かなまちをつ
くります
～緑をつくる～

2

進捗状況

目標値設定をしない8の指標の進捗状況 8

３．水と緑のまちをそ
だてます
～緑をはぐくむ～

9)緑に親しむきっかけづくり
1
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⑤個別計画における１０４項目の取組の実施状況 

個別計画における１０４項目の取組の実施状況は、順調が８割以上を占めており、おおむね良好

に進行していると評価します。 

一方、遅れは約６.７％、未着手は約７.７％となっており、原因の把握と対策が重要となっていま

す。 

 

■個別計画における 104 項目の取組の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策数 完了 順調 遅れ 未着手

1)水と緑と農地の保全 23 0 23 0 0

2)歴史的環境の保全 6 0 4 1 1

3)生き物の生息・生育空間となる緑の保全 7 0 6 1 0

4)水と緑のネットワークの形成 19 0 13 2 4

5)身近で安全・安心な都市公園等の整備 11 0 10 1 0

6)歴史・自然を生かしたシンボル空間となる都市公
園等の整備

7 0 6 1 0

7)公共施設緑化の推進 9 0 9 0 0

8)民有地緑化の促進 6 0 5 1 0

9)緑に親しむきっかけづくり 7 0 6 0 1

10)水と緑を守り・つくり・育てるしくみづくり 9 0 7 0 2

104 0 89 7 8

100.0% 0.0% 85.6% 6.7% 7.7%

３．水と緑のまちをそ
だてます
～緑をはぐくむ～

合　　　計

個別計画における104項目の取組の実施状況の割合

個別計画における104項目の取組の実施状況

１．川越の歴史的環
境を形成する水と緑
をまもります
～緑をまもる～

２．歴史と文化が香
る緑豊かなまちをつ
くります
～緑をつくる～

個別計画基本方針
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⑥緑の計画の評価 

緑の計画では、計画の基本姿勢を「みんなではぐくむ水と緑と歴史のまち・川越」としています。

その基本姿勢を先導する計画を「重点計画」として、また、基本方針を実現させるための具体的な

計画を「個別計画」として、さらに、地区ごとの緑に関する方針を示す計画を「地区別計画」として構

成しました。 

前述のとおり、①目標の達成状況、②目標値設定のある１０の指標の達成状況、③目標値設定を

しない８の指標の進捗状況については、人口増加や開発などを背景に全体として進展が見られな

い、未達成のものが多く、目標値の見直しや指標そのものの見直しが重要となっています。 

重点計画について、「１．花いっぱい運動の展開」では、道路緑化や道路の余剰地等を活用した

ポケットパークの整備、花苗の支給など順調に進む一方で、緑化センターの設置に関する取組につ

いては未着手となっています。また、「２．ふれあいの水辺づくり」については、安比奈親水公園や上

戸緑地など河川空間を活用した公園の整備や公園整備の際には、雨水流出抑制対策として浸透ト

レンチ等を設置するなど順調に進む一方で、水辺の拠点を結ぶ河川等の緑化に関する取組につい

ては未着手となっています。 

「４．小江戸回廊づくり」については、市民花壇制度による緑の創出や本丸御殿周辺広場整備な

ど順調に進む一方で、歩行者空間としての緑道やコミュニティ道路の整備に関する取組については

未着手となっています。 

個別計画について、多くの取組が順調に進んでいる一方で、「４．水と緑のネットワークの形成」に

ついては、水辺の拠点を結ぶ河川等の緑化や歩行者空間としての緑道やコミュニティ道路の整備、

安心して歩ける緑道やコミュニティ道路の整備などに関する取組が未着手となっています。 

緑の現況からは、都市公園数は着実に増加しているものの、宅地化などにより農地や樹林面積

は年々減少していることがわかります。これらの現状から、開発に伴う緑化を誘導するとともに、法

や条例等で担保された緑をいかに増やしていくかが重要となります。 

都市公園等については、公園施設の老朽化や人口減少による公園の利用低迷、市民ニーズの

多様化など新たな問題が浮き彫りになっており、新たな公園の整備だけでなく維持管理や既存公

園の機能分担などを検討していくことが重要です。 

緑に関する施策をより推進していくためには、計画の中に位置付けられた取組を長期的な視点

で捉えて、段階的に進めていく必要があります。また、市だけでなく、市民、事業者及び民間団体と

の協働による取組が必要不可欠で、それぞれが役割を認識したうえで積極的に行動することが重

要です。 

 

 

  

コミュニティ道路
テキスト注釈
都市内の裏通りなどで最小限の自動車の通行を可能にしつつも速度を抑えるよう道路構造を工夫した歩行者・自動車共存の道路のこと。

浸透トレンチ
テキスト注釈
雨水を地中に浸透させるための施設のこと。

ポケットパーク
テキスト注釈
中高層のビル街や団地の一角につくられた小規模な公園や広場のこと。
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３ 川越市の環境に関するアンケート調査結果概要 

３-１ 調査の概要 

第四次計画及び第二次緑の計画の策定に当たり、市民及び事業者に対し、本市の環境及び緑

に関するアンケート調査を実施しました。以下にその結果の概要を示します。 

※集計は、小数第２位を四捨五入して算出しているため、回答率の合計が１００％にならない場合

があります。 

 

対象者 市民 事業者 

抽出方法 18 歳以上の市民の中から無作為に

抽出 

市内の事業所から無作為に抽出 

サンプル数 2,000 人 300 事業所 

調査期間 令和 6（2024）年 8 月 30 日～9 月 17 日 

調査方法 調査票の郵送配布・郵送回収（Web での回答にも対応） 

回収数（回収率） 745 通（37.3％） 

うち、Web 回答は 147 通 

101 通（33.7％） 

うち、Web 回答は 23 通 

 

３-２ 市民アンケート調査結果 

①環境問題への関心度 

市民の環境問題への関心度を見ると、「関心が

ある」又は「まあ関心がある」と回答した割合は合

わせて約７７％と高く、市民の環境問題への関心

の高さがうかがえます。 

 

  
関心がある

26.4%

まあ関心がある

50.7%

どちらとも

いえない

16.4%

あまり関心

がない

3.2%

関心がない 1.2%

無回答 2.0%
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②身のまわりで関心のある環境問題 

下のグラフでは、身のまわりの環境問題の中で、特にどのような問題に対する関心が高いかをア

ンケート結果から示しています。 

平成２６（２０１４）年に実施したアンケートで最も関心の高かった「夏場の高温化」や、次いで関心

の高い「集中豪雨などの極端な気象」の気候変動問題への関心が引き続き最上位を占めており、さ

らに、近年多発・激甚化する集中豪雨や酷暑などの影響を受け、その関心度合いも大幅に高まって

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.9%

40.9%

25.1%

19.7%

24.4%

46.8%

20.8%

21.1%

14.9%

15.7%

75.2%

81.1%

17.6%

44.4%

24.3%

33.6%

48.8%

25.4%

17.1%

29.9%

39.9%

17.3%

18.1%

12.3%

34.1%

50.6%

62.7%

19.1%

41.5%

26.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自動車の排気ガス

大気汚染

自動車の騒音・振動

近隣からの騒音・振動

ダイオキシン類などの有害化学物質

川や沼の汚れ

地下水の汚れ

土壌汚染

地盤沈下

放射性物質による汚染

集中豪雨などの極端な気象

夏場の高温化

動植物の減少

ごみの減量とリサイクル

エネルギー資源の枯渇

令和6年 平成26年

ダイオキシン類
テキスト注釈
極めて毒性の強い有機塩素系化合物で、ダイオキシン類対策特別措置法に定めるものとしては、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルがある。
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③身近な地域の環境の状況 

下のグラフでは、身近な地域の環境をどう感じているかを示しています。 

道路のきれいさ（ごみの散乱・においなど）、まちの静かさやきれいさ（騒音・排気ガス・星空の見

え方など）などは、「そう思う」「ややそう思う」を合わせた割合が高く、満足度が高いことがうかがわ

れます。 

一方で、自然とふれあう場所や機会が充実している（キャンプ・観察会など）ことや環境の状況や

取組に関する情報を目にする機会があるなどは、「そう思わない」「ややそう思わない」を合わせた

割合が高く、満足度が低くなっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.0%

10.5%

13.7%

10.2%

9.9%

12.6%

10.1%

6.7%

10.9%

3.2%

1.9%

1.9%

40.7%

39.3%

33.4%

34.5%

32.8%

26.2%

27.9%

29.9%

21.9%

14.9%

15.6%

7.7%

21.3%

26.4%

28.7%

35.7%

38.9%

35.4%

23.4%

36.5%

27.9%

34.1%

36.1%

32.3%

12.2%

13.6%

14.5%

10.1%

9.4%

13.0%

21.5%

15.6%

19.7%

22.7%

25.4%

27.5%

7.4%

7.7%

7.1%

7.1%

5.9%

9.5%

14.8%

8.5%

16.9%

22.1%

18.3%

27.8%

2.4%

2.6%

2.6%

2.4%

3.1%

3.2%

2.4%

2.8%

2.7%

3.0%

2.8%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道路がきれいだ（ごみの散乱・においなど）

まちが静かできれいだ（騒音・排気ガス・星空の見え方など）

家の周りの緑（生垣・街路樹など）が豊かだ

ごみの減量・リサイクルなど、資源の有効利用が進んでいる

まちなみが美しい

耕作がされていない農地が増えた

野鳥・昆虫・魚等の生きものを見かけたり、ふれあう機会が多い

河川がきれいだ（ごみの散乱・水質・においなど）

公共の広場・公園が充実している

省エネ対策や太陽光発電設備の設置など地球温暖化防止に向けた取組が普及し

ている

環境の状況や取組に関する情報を目にする機会がある

自然とふれあう場所や機会が充実している（キャンプ・観察会など）

そう思う ややそう思う どちらともいえない ややそう思わない そう思わない 無回答

16.0% 40.7% 21.3% 12.2% 7.4% 2.4% 

10.5% 39.3% 26.4% 13.6% 7.7% 2.6% 

13.7% 33.4% 28.7% 14.5% 7.1% 2.6% 

10.2% 34.5% 35.7% 10.1% 7.1% 2.4% 

9.9% 32.8% 38.9% 9.4% 5.9% 3.1% 

12.6% 26.2% 35.4% 13.0% 9.5% 3.2% 

10.1% 27.9% 23.4% 21.5% 2.4% 14.8% 

6.7% 29.9% 36.5% 8.5% 2.8% 15.6% 

10.9% 21.9% 27.9% 19.7% 2.7% 16.9% 

3.2% 

14.9% 34.1% 3.0% 22.7% 22.1% 

1.9% 

15.6% 36.1% 2.8% 25.4% 18.3% 

1.9% 

32.3% 2.8% 27.5% 27.8% 7.7% 

道路がきれいだ（ごみの散乱・においなど） 

まちが静かできれいだ（騒音・排気ガス・星空の見え方など） 

家の周りの緑（生垣・街路樹など）が豊かだ 

ごみの減量・リサイクルなど、資源の有効利用が進んでいる 

町並みが美しい 

耕作がされていない農地が増えた 

野鳥・昆虫・魚等の生き物を見かけたり、ふれあう機会が多い 

河川がきれいだ（ごみの散乱・水質・においなど） 

公共の広場・公園が充実している 

省エネ対策や太陽光発電設備の設置など地球温暖化防止に向けた取

組が普及している 

環境の状況や取組に関する情報を目にする機会がある 

自然とふれあう場所や機会が充実している（キャンプ・観察会など） 
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④環境に負担をかけないよう実践していること 

次ページのグラフでは、環境に負担をかけないために、どのようなことを実践しているかを示して

います。 

ごみの分別や節水・節電といった取組は、「常に取り組んでいる」の割合が高く、多くの市民に浸

透していることがうかがわれます。 

一方で、環境に関するイベントやボランティアへの参加や自然とのふれあい、再生可能エネルギ

ーの導入に関する取組など、十分に浸透していないと考えられるものも見られます。 
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90.5%

61.7%

64.6%

65.4%

59.9%

49.5%

37.4%

19.5%

29.5%

19.5%

22.7%

14.0%

15.0%

10.2%

6.6%

7.7%

11.8%

7.8%

1.7%

2.4%

5.8%

29.8%

25.6%

24.7%

25.6%

31.0%

36.5%

42.1%

26.3%

35.8%

27.1%

35.6%

32.9%

32.1%

18.9%

13.8%

2.7%

3.1%

7.2%

2.4%

0.9%

4.3%

3.1%

5.2%

9.5%

11.0%

16.9%

24.3%

16.6%

36.4%

20.9%

33.7%

25.2%

27.4%

30.7%

34.2%

21.7%

15.6%

34.0%

25.9%

0.5%

3.1%

0.8%

1.2%

1.5%

3.1%

5.0%

8.7%

1.5%

15.8%

5.5%

8.9%

9.4%

13.3%

14.6%

21.3%

30.9%

22.3%

27.8%

0.1%

0.8%

0.9%

0.9%

1.1%

4.3%

3.0%

5.5%

15.4%

3.9%

10.9%

7.7%

14.6%

17.0%

26.7%

26.3%

39.2%

39.2%

30.9%

38.0%

2.7%

2.8%

2.7%

3.0%

2.7%

2.7%

3.1%

3.6%

3.4%

3.0%

2.6%

3.6%

3.4%

3.9%

3.8%

3.4%

3.2%

3.5%

3.9%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

空き缶やびん・ペットボトル・古紙などを分別している

食材は必要な分だけ購入し、食べ残し・未使用の食品の廃棄など、食品ロスの発生を抑えるよう心がけている

買い物の際には、マイバッグを持参し、レジ袋を受け取らないようにしている

使っていない部屋の明かりや見ていないテレビなどは、こまめに消すようにしている

洗顔や歯磨きのときなど、水道を流しっぱなしにせず、節水に気をつけている

LEDや省エネ家電を導入している

皿の汚れを不要な紙や布でふき取る、使用済み油を固形化するなど、できるだけ下水に汚れた水を流さないよう心がけている

食品などを購入する際には、地域で取れるものを優先し、地産地消に努めている

敷地内で生垣や花植え・緑のカーテンなど、緑化をしている

ハザードマップの確認や防災グッズの準備など、災害に備えている

外出の際には、なるべく自家用車を使わず、公共交通機関や徒歩・自転車を利用している

物を購入する際には、環境に配慮した製品を選ぶようにしている

リサイクルショップやフリマアプリ等を活用し、不要品を再利用している

河川や雑木林など、地域の自然の中で遊んだり散策している

公園・河川・道路など、地域の清掃・美化活動や緑化活動をしている

雨水を植栽への散水や打ち水などに活用している

太陽光発電など、再生可能エネルギーを導入している

市民農園や近所の空き地を借りて、草花や野菜を育てている

環境に関するイベント（農業体験・自然観察会など）があれば参加している

地域の樹林地や農地を保全したりするボランティア活動に参加している

常に取り組んでいる 時々取り組んでいる 今後取り組みたい 取り組むつもりはない 該当しない 無回答

空き缶やびん・ペットボトル・古紙などを分別している

食材は必要な分だけ購入し、食べ残し・未使用の食品の廃

棄など、食品ロスの発生を抑えるよう心がけている

買い物の際には、マイバッグを持参し、レジ袋を受け取らな

いようにしている

使っていない部屋の明かりや見ていないテレビなどは、こま

めに消すようにしている

洗顔や歯磨きのときなど、水道を流しっぱなしにせず、節水

に気をつけている

LEDや省エネ家電を導入している

皿の汚れを不要な紙や布でふき取る、使用済み油を固形化

するなど、できるだけ下水に汚れた水を流さないよう心がけ

ている

食品などを購入する際には、地域で取れるものを優先し、

地産地消に努めている

敷地内で生垣や花植え・緑のカーテンなど、緑化をしている

ハザードマップの確認や防災グッズの準備など、災害に備

えている

外出の際には、なるべく自家用車を使わず、公共交通機関

や徒歩・自転車を利用している

物を購入する際には、環境に配慮した製品を選ぶようにし

ている

リサイクルショップやフリマアプリ等を活用し、不要品を再利

用している

河川や雑木林など、地域の自然の中で遊んだり散策している

公園・河川・道路など、地域の清掃・美化活動や緑化活動を

している

雨水を植栽への散水や打ち水などに活用している

太陽光発電など、再生可能エネルギーを導入している

市民農園や近所の空き地を借りて、草花や野菜を育てている

環境に関するイベント（農業体験・自然観察会など）があれ

ば参加している

地域の樹林地や農地を保全したりするボランティア活動に

参加している

90.5% 5.8% 

0.9% 0.1% 

2.7% 

61.7% 4.3% 

0.5% 0.8% 

2.8% 29.8% 

64.6% 3.1% 25.6% 

3.1% 0.9% 

2.7% 

65.4% 5.2% 24.7% 

0.8% 0.9% 

3.0% 

59.9% 9.5% 25.6% 

1.2% 1.1% 

2.7% 

49.5% 31.0% 

1.5% 

4.3% 2.7% 11.0% 

37.4% 36.5% 16.9% 

3.0% 

3.1% 3.1% 

19.5% 42.1% 24.3% 5.5% 5.0% 3.6% 

29.5% 26.3% 16.6% 8.7% 15.4% 3.4% 

19.5% 35.8% 36.4% 

1.5% 

3.9% 3.0% 

22.7% 27.1% 20.9% 15.8% 10.9% 2.6% 

14.0% 35.6% 33.7% 5.5% 7.7% 3.6% 

15.0% 32.9% 25.2% 8.9% 14.6% 3.4% 

10.2% 32.1% 27.4% 9.4% 17.0% 3.9% 

6.6% 18.9% 30.7% 13.3% 26.7% 3.8% 

7.7% 13.8% 34.2% 14.6% 26.3% 3.4% 

11.8% 21.7% 21.3% 39.2% 3.2% 2.7% 

7.8% 15.6% 30.9% 39.2% 3.5% 3.1% 

1.7% 

空き缶やびん・ペットボトル・古紙などを分別

している 

食材は必要な分だけ購入し、食べ残し・未使用の食

品の廃棄など、食品ロスの発生を抑えるよう心がけ

ている 

買い物の際には、マイバッグを持参し、レジ

袋を受け取らないようにしている 

使っていない部屋の明かりや見ていないテレ

ビなどは、こまめに消すようにしている 

洗顔や歯磨きのときなど、水道を流しっぱな

しにせず、節水に気をつけている 

LED や省エネ家電を導入している 

皿の汚れを不要な紙や布でふき取る、使用済み油を

固形化するなど、できるだけ下水に汚れた水を流さ

ないよう心がけている 

食品などを購入する際には、地域で取れるも

のを優先し、地産地消に努めている 

敷地内で生垣や花植え・緑のカーテンなど、

緑化をしている 

ハザードマップの確認や防災グッズの準備な

ど、災害に備えている 

外出の際には、なるべく自家用車を使わず、

公共交通機関や徒歩・自転車を利用している 

物を購入する際には、環境に配慮した製品を

選ぶようにしている 

リサイクルショップやフリマアプリ等を活用し、

不要品を再利用している 

河川や雑木林など、地域の自然の中で遊ん

だり散策している 

公園・河川・道路など、地域の清掃・美化活

動や緑化活動をしている 

雨水を植栽への散水や打ち水などに活用し

ている 

太陽光発電など、再生可能エネルギーを導

入している 

市民農園や近所の空き地を借りて、草花や

野菜を育てている 

環境に関するイベント（農業体験・自然観察

会など）があれば参加している 

地域の樹林地や農地を保全したりするボラン

ティア活動に参加している 

34.0% 22.3% 30.9% 3.9% 7.2% 

2.4% 

2.4% 25.9% 27.8% 38.0% 3.5% 

ハザードマップ
テキスト注釈
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。
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⑤環境用語や環境ラベルの認知度 

下のグラフでは、環境施策を推進する上で重要な環境に関する用語や環境ラベル等がどれくら

い知られているかを示しています。 

SDGs や再生可能エネルギー、低排出ガス車認定ラベルは、「名前も内容も知っている」の割合

が高く、多くの市民に浸透していることがうかがわれます。その他の環境に関する用語や環境ラベ

ル等については十分に知られておらず、啓発していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.0%

45.8%

31.3%

27.8%

17.3%

9.4%

7.5%

6.3%

3.1%

22.3%

31.5%

44.4%

24.3%

22.1%

27.1%

20.7%

17.4%

18.0%

8.5%

17.9%

20.0%

43.0%

56.1%

59.3%

67.8%

71.5%

73.7%

3.2%

4.8%

4.3%

5.0%

4.4%

4.2%

4.0%

4.7%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

低排出ガス車認定

エコマーク

グリーンマーク

統一省エネラベル

川越産農産物ロゴマーク

エコストア・エコオフィス認定制度

カーボンフットプリント認証ラベル

レインフォレスト・アライアンス認証マーク

FSCロゴマーク

名前も内容も知っている 名前は知っているが、内容はわからない 名前も内容もわからない 無回答

58.5%

55.8%

36.0%

26.4%

24.6%

9.7%

7.8%

6.4%

4.0%

1.5%

31.8%

23.6%

46.4%

33.2%

18.8%

28.6%

27.4%

32.5%

20.7%

12.1%

4.4%

14.8%

11.5%

33.7%

50.9%

54.9%

58.8%

55.8%

68.2%

79.6%

5.2%

5.8%

6.0%

6.7%

5.8%

6.8%

6.0%

5.2%

7.1%

6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

再生可能エネルギー

SDGs

カーボンニュートラル

生物多様性

武蔵野の落ち葉堆肥農法

自然共生サイト

小江戸かわごえ脱炭素宣言

川越市環境基本計画/川越市緑の基本計画

デコ活

３０by３０

名前も内容も知っている 名前は知っているが、内容はわからない 名前も内容もわからない 無回答

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

エコストア・エコオフィス
テキスト注釈
川越市内で簡易包装やはかり売りの推進、ごみの減量や分別の徹底、節電や雨水利用など環境への負荷の低減を積極的に行っているお店や事業所を市が認定する制度のこと。
2年ごとの更新時に一定の基準を満たしていれば、通常認定より基準が高く、模範的な店舗・事業所であることを現すゴールドエコストア・ゴールドエコオフィスへのステップアップが可能となる。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
川越市が脱炭素社会実現に向けて取り組むことを表明した宣言のこと。本市は国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。

武蔵野の落ち葉堆肥農法
テキスト注釈
火山灰土に厚く覆われ、作物が育ちにくい武蔵野台地において、多くの木を植えて平地林として育て、その落ち葉を掃き集めて堆肥にして畑に入れることで土壌を改良する伝統農法のこと。平成29年3月に日本農業遺産、令和5年7月に世界農業遺産に認定されている。
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⑥公園の利用状況 

公園の利用状況を見ると、公園を利用している

のは約６０％、利用していないのは約３０％となっ

ています。 

利用状況としては、散歩や遊びが多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦大きな公園をつくるときに必要な施設等（３つ以内で選択） 

市が大きな公園をつくるときに必要な施設等について、「芝生広場や休憩所などのオープンスペ

ース」が５３.７％と最も高く、次いで「駐車スペースが整い、公共交通も利用できるアクセスの良さ」

が５２.１％となっており、これらに対応した公園づくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.7%

52.1%

44.7%

38.7%

30.6%

20.4%

6.8%

2.4%

芝生広場や休憩所などのオープンスペース

駐車スペースが整い、公共交通も利用できるアクセスの良さ

防災トイレやかまどベンチなどの防災施設

植物や水辺などのこどもが自然を体験できる場所

レストラン・カフェ・売店などの食事や買い物ができる施設

野球やサッカーなどのボール遊びやスポーツができる場所

ドッグランなどのペットといっしょに遊べる場所

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

遊び（子や孫の

付き添い含む）

15.6%

運動

（ジョギ

ング等含

む）

6.8%

散歩（ペット

の散歩含む）

22.0%

休憩・リラックス

12.1%

仲間や地域

の人々との

集いや交流

2.8%

公園を利用し

ていない

29.7%

その他

1.2%

無回答

9.8%
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⑧様々な要因で利用の仕方が変化している公園への対策（３つ以内で選択） 

「かまどベンチなど、防災施設を整備する」が４９.５％と最も高く、次いで「トイレの設置」が

48.5％となっており、これらに対応した公園へのリノベーションが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨川越市の様々な「緑」の現状の満足度・重要度の相関図 

重要度が高いのに満足度が平均より低い緑は「⑤身近な公園等の緑地」「⑦河川などの身近な

水辺環境」となっており、「改善が必要な緑」として重点的な対策が必要です。 

重要度も満足度も平均より高い緑は「④社寺林など歴史的景観」となっており、良好な緑環境が

維持されていると考えられ、今後も現状を維持していくことが重要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意）図中の重要度・満足度に対する評価の数

値は、以下の算式にて求めています。 

 

 重要度（満足度）＝ 

（「重要である」×２点＋「まあ重要である」×１点

＋「あまり重要でない」×－１点＋「重要でない」

×－2 点）÷回答者数 

49.5%

48.5%

24.4%

23.5%

20.1%

16.5%

9.4%

5.2%

かまどベンチなど、防災施設を整備する

トイレの設置

花壇や農園として活用する

新規の遊具を設置する

既存の遊具から健康遊具に転換する

遊具を撤去して、広場として活用する

現状のままでよい

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

①生垣や街路樹などの身近な緑

②田んぼや畑などの田園景観

③雑木林などの森林景観

④社寺林などの歴史的景観

⑤身近な公園等の緑地

⑥スポーツなどレクリエーションの場となる緑地

⑦河川などの身近な水辺環境

①

②③

④

⑤

⑥

⑦

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00

重
要
度

満足度

平均 0.35

平均 1.18
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３-３ 事業者アンケート調査結果 

①事業活動が地域の環境に与える影響 

事業活動が地域の環境に与える影響について、

「影響はあるが小さい」が３６.３％と最も高く、次い

で「影響はない」が３１.４％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②環境に負担をかけないよう実践していること 

次ページのグラフでは、環境に負担をかけないために、どのようなことを実践しているかを示して

います。 

ごみの減量に関する取組や省エネに関する取組については、他の項目と比べて取り組んでいる

事業所が多く、事業活動に当たって普及が進んでいると考えられます。 

一方で、コストが高い再生可能エネルギーの導入や手間のかかる環境報告書の作成・公表、環

境マネジメントに関する取組については、他の項目と比べて取り組んでいる人が少なく、十分に浸

透していないと考えられるものも見られます。 

「太陽光発電など再生可能エネルギーを導入している」「エコカー （ハイブリッド、電気自動車な

ど）を導入している」「災害に備えて事業継続計画（BCP）を作成している」「社員に対する環境教育

を実施している」については「今後取り組みたい」の割合が高く、より普及させるチャンスとなってい

ます。 

 

 

  

大きな影

響がある

13.7%

影響はある

が小さい

36.3%
影響はない

31.4%

わからない

18.6%

BCP（ビーシーピー）
テキスト注釈
「Business Continuity Plan」の略称で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。
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89.2%

57.8%

59.8%

58.8%

54.9%

31.4%

28.4%

46.1%

46.1%

42.2%

27.5%

23.5%

17.6%

18.6%

21.6%

18.6%

18.6%

9.8%

9.8%

7.8%

27.5%

17.6%

17.6%

14.7%

38.2%

36.3%

17.6%

15.7%

15.7%

22.5%

26.5%

16.7%

14.7%

9.8%

11.8%

9.8%

14.7%

13.7%

1.0%

9.8%

15.7%

4.9%

3.9%

17.6%

17.6%

8.8%

6.9%

12.7%

27.5%

27.5%

44.1%

22.5%

24.5%

30.4%

15.7%

26.5%

23.5%

1.0%

4.9%

1.0%

3.9%

2.0%

1.0%

8.8%

2.9%

10.8%

15.7%

7.8%

16.7%

20.6%

11.8%

21.6%

2.0%

2.9%

5.9%

11.8%

24.5%

7.8%

12.7%

25.5%

30.4%

28.4%

9.8%

17.6%

7.8%

26.5%

34.3%

20.6%

32.4%

35.3%

28.4%

1.0%

1.0%

2.0%

1.0%

1.0%

2.9%

1.0%

1.0%

1.0%

3.9%

2.0%

2.9%

2.0%

2.0%

2.0%

2.9%

2.0%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみの分別・減量など適正に処理している

両面コピー・2アップ印刷（1枚に2ページ分を印刷）など用紙使用量削減に努めている

照明のLED化・建物の断熱など、事業所の省エネ化に取り組んでいる

「クールビズ」や「ウォームビズ」を奨励している

製造・流通過程における廃棄物の減量・リサイクルを実施している

地域の清掃・美化活動や緑化活動をしている

グリーン購入を実施している

地域の環境や景観に配慮した事業所設置・設備設置をしている

騒音・振動対策、悪臭の防止措置をしている

排出ガスなどの大気汚染対策・排水などの水質汚濁対策を実施している

エコカー （ハイブリッド、電気自動車など）を導入している

社員に対する環境教育を実施している

災害に備えて事業継続計画（ＢＣＰ）を作成している

敷地内の緑化（屋上・壁面緑化、緑のカーテンなど）をしている

事業活動によるエネルギー量の把握や温室効果ガス排出量を算定している

太陽光発電など再生可能エネルギーを導入している

環境マネジメントシステム（ISO14001など）の認証を取得し取り組んでいる

植栽への散水・工場用水・トイレの洗浄水などに雨水を活用している

環境報告書を作成するなどし、取組を定期的に公表している

常に取り組んでいる 時々取り組んでいる 今後取り組みたい 取り組むつもりはない 該当しない 無回答

ごみの分別・減量など適正に処理している

両面コピー・2アップ印刷（1枚に2ページ分を印刷）など用

紙使用量削減に努めている

照明のLED化・建物の断熱など、事業所の省エネ化に取

り組んでいる

「クールビズ」や「ウォームビズ」を奨励している

製造・流通過程における廃棄物の減量・リサイクルを実施

している

地域の清掃・美化活動や緑化活動をしている

グリーン購入を実施している

地域の環境や景観に配慮した事業所設置・設備設置をし

ている

騒音・振動対策、悪臭の防止措置をしている

排出ガスなどの大気汚染対策・排水などの水質汚濁対策

を実施している

エコカー （ハイブリッド、電気自動車など）を導入している

社員に対する環境教育を実施している

災害に備えて事業継続計画（ＢＣＰ）を作成している

敷地内の緑化（屋上・壁面緑化、緑のカーテンなど）をして

いる

事業活動によるエネルギー量の把握や温室効果ガス排

出量を算定している

太陽光発電など再生可能エネルギーを導入している

環境マネジメントシステム（ISO14001など）の認証を取得し

取り組んでいる

植栽への散水・工場用水・トイレの洗浄水などに雨水を活

用している

環境報告書を作成するなどし、取組を定期的に公表してい

ごみの分別・減量など適正に処理している 

両面コピー・２アップ印刷（１枚に２ページ分を

印刷）など用紙使用量削減に努めている 

照明のLED化・建物の断熱など、事業所の省

エネ化に取り組んでいる 

「クールビズ」や「ウォームビズ」を奨励してい

る 

製造・流通過程における廃棄物の減量・リサ

イクルを実施している 

地域の清掃・美化活動や緑化活動をしている 

グリーン購入を実施している 

地域の環境や景観に配慮した事業所設置・

設備設置をしている 

騒音・振動対策、悪臭の防止措置をしている 

排出ガスなどの大気汚染対策・排水などの水

質汚濁対策を実施している 

エコカー （ハイブリッド、電気自動車など）を

導入している 

社員に対する環境教育を実施している 

災害に備えて事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し

ている 

敷地内の緑化（屋上・壁面緑化、緑のカーテ

ンなど）をしている 

事業活動によるエネルギー量の把握や温室

効果ガス排出量を算定している 

太陽光発電など再生可能エネルギーを導入

している 

環境マネジメントシステム（ISO14001 など）の

認証を取得し取り組んでいる 

植栽への散水・工場用水・トイレの洗浄水な

どに雨水を活用している 

環境報告書を作成するなどし、取組を定期的

に公表している 

環境マネジメントシステム
テキスト注釈
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続き等の仕組みのこと。

グリーン購入
テキスト注釈
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

ISO（アイエスオー）14001
テキスト注釈
国際標準化機構（ISO）が定めた、環境マネジメントシステムの国際規格のこと。計画と検証を繰り返すPDCAサイクルを特徴とする。
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③他の団体等と連携した活動の実施状況 

他の団体等と連携した活動の実施状況につい

て、「機会があれば活動したい」が５２.９％と約半

数を占めており、連携した取組を進めるチャンスと

なっています。 

既に連携している団体としては、「県や市などの

自治体」と「自治体などの地域の団体」が同率

50.0％で最も高くなっています。また、活動内容

としては埼玉県環境 SDGs 取組宣言や省エネの

推進、清掃活動、環境経営情報の共有、環境イベ

ントへの協賛などとなっています。 

 

 

 

④今後市が環境対策を推進する上で協働できる（協働したい）と思う取組について 

（該当するもの全てに〇） 

今後市が環境対策を推進する上で協働できる（協働したい）と思う取組について、「環境に関す

る情報提供」が４１.２％と最も高く、次いで「事業者・行政との会議の場への参加」が２９.４％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

41.2%

29.4%

22.5%

11.8%

6.9%

5.9%

2.9%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

環境に関する情報提供

事業者・行政との会議の場への参加

行政が行う環境活動（美化活動・イベントなど）への参

加・人材派遣

行政が行う環境施策・活動への支援金や協賛金の提供

見学会の受け入れ

環境保全協定の締結

その他

出前講座などへの講師派遣

行政が行う環境活動（美化活動・イベントなど）への参加・

人材派遣

すでに活動している

13.7%

今後、活動

したい

15.7%

機会があれば

活動したい

52.9%

活動する予

定はない

15.7%

無回答 2.0%

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。
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⑤環境用語の認知度 

下のグラフでは、環境施策を推進する上で重要な環境に関する用語がどれくらい知られている

かを示しています。 

SDGs は、「名前も内容も知っている」の割合が高く、多くの事業所に浸透していることがうかが

われます。 

カーボンクレジットや環境マネジメントシステムは「名前は知っているが、内容はわからない」の割

合が高く、用語の内容（意味）を中心に啓発していくことが重要と考えられます。 

その他の環境に関する用語については十分に知られておらず、積極的に啓発していくことが重要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

76.5%

29.4%

24.5%

22.5%

14.7%

9.8%

8.8%

8.8%

8.8%

3.9%

14.7%

39.2%

40.2%

19.6%

31.4%

28.4%

23.5%

31.4%

43.1%

13.7%

6.9%

27.5%

31.4%

54.9%

50.0%

55.9%

63.7%

54.9%

44.1%

78.4%

2.0%

3.9%

3.9%

2.9%

3.9%

5.9%

3.9%

4.9%

3.9%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SDGs

カーボンクレジット

環境マネジメントシステム

武蔵野の落ち葉堆肥農法

生物多様性地域戦略

サーキュラーエコノミー

デコ活

小江戸かわごえ脱炭素宣言

川越市環境基本計画/川越市緑の基本計画

TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）

名前も内容も知っている 名前は知っているが、内容はわからない 名前も内容もわからない 無回答

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

カーボンクレジット
テキスト注釈
企業や個人が温室効果ガス（CO₂など）を削減・吸収した量を「クレジット（証書）」として認証・売買できる仕組みのこと。J－クレジットやJCM（二国間クレジット制度）などがある。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

環境マネジメントシステム
テキスト注釈
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続き等の仕組みのこと。

小江戸かわごえ脱炭素宣言
テキスト注釈
川越市が脱炭素社会実現に向けて取り組むことを表明した宣言のこと。本市は国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいくこととしている。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。

武蔵野の落ち葉堆肥農法
テキスト注釈
火山灰土に厚く覆われ、作物が育ちにくい武蔵野台地において、多くの木を植えて平地林として育て、その落ち葉を掃き集めて堆肥にして畑に入れることで土壌を改良する伝統農法のこと。平成29年3月に日本農業遺産、令和5年7月に世界農業遺産に認定されている。
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⑥緑化・緑地保全に関する取組状況 

緑化・緑地保全に関する取組状況について、「プランターなどでの花の植栽」が４３.１％と最も高く、

次いで「高木・低木などの植樹」が３６.３％となっており、事業敷地の緑化が進んでいることがうか

がえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦緑の守り手を増やすための負担の在り方 

緑の守り手を増やすための負担の在り方について、「行政だけでなく、個人・事業者も協働して取

り組んでいくべきである」が４６.１％と最も高く、次いで「公的負担や法的規制など行政の介入の強

化を図っていくべきである」が２７.５％となっており、協働した取組が重要であることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.1%

36.3%

31.4%

18.6%

11.8%

5.9%

3.9%

2.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

プランターなどでの花の植栽

高木・低木などの植樹

特に何もしていない

生垣の設置

芝生などの整備

屋上緑化・壁面緑化（緑のカーテン含む）

植樹など森林保全活動への参加

ビオトープの整備

全て個人・事業者の責

任で行うべきである

4.9%

公的負担や法的規制な

ど行政の介入は最小限

度とすべきである

5.9%

公的負担や法的規制な

ど行政の介入の強化を

図っていくべきである

27.5%

行政だけでなく、

個人・事業者も協

働して取り組んで

いくべきである

46.1%

わからない

12.7%

その他 1.0%

無回答 2.0%
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４ 今後の課題 

４-１ 環境基本計画の課題 

（１）計画の考え方について 

「１‐２ 第三次計画の進捗評価」に見られるとおり、第三次計画に示した環境指標及び具体的取

組は、おおむね順調に進行していると評価できます。既に事業を完了した取組や一部に遅れが生じ

ているもの、未着手の取組も見られ、これらについては今後の方向性を検討する必要があります。 

国の第六次環境基本計画では、ウェルビーイングの実現が環境政策の最上位の目標として新た

に掲げられました。また、現在私たちが直面している気候変動、生物多様性の損失、汚染という地

球の３つの危機に対し、早急に経済社会システムの変革を図り、環境収容力を守り環境の質を上げ

ることによって、経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」を実現させる必要性が示されてい

ます。 

第四次計画においては、これらの考え方を取り入れた施策の体系に整備するとともに、市の環境

や第三次計画の評価で明らかになった課題や国内外の環境政策の動向を取り入れた新たな環境

指標・目標値を検討し、本市の環境政策を効果的かつ効率的に推進していきます。 

 

（２）課題 

①脱炭素社会の実現に向けて 

IPCC （気候変動に関する政府間パネル）第６

次評価報告書統合報告書では、極端な高温、海

洋熱波、大雨の頻度と強度の増加などを含む気

候変動の多くの変化は、地球温暖化の進行に直

接関係しており、その結果、何百万人もの人々が

急性の食料不安に曝されるとともに、深刻な水不

足に陥っていることなどが示されています。我が

国も例外ではなく、年平均気温の上昇や真夏日

や猛暑日、熱帯夜等の日数が増加、大雨や短時

間強雨の発生頻度増加など様々な影響が出てい

ます。 

平成３０（２０１８）年に公表された IPCC「１．５℃

特別報告書」によると、パリ協定の実現（世界全体 

の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、１．５℃の 

水準に抑える）には、二酸化炭素排出量を令和３２（２０５０）年頃に正味ゼロにする必要が示されて

います。この報告書を受け、我が国を含む世界各国で、令和３２（２０５０）年までのカーボンニュート

ラルを目標として掲げる動きが広がっています。 

気候変動のリスクを抑制することは、生き物全てにとって喫緊の課題です。本市では、こうした状

況を受け、「令和３２（２０５０）年二酸化炭素排出量実質ゼロ」のカーボンニュートラルを目指し、市

民・事業者・民間団体と力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいく「小江戸かわごえ脱炭素宣

出典：デコ活（全国地球温暖化防止活動推進センター）

■気候変動による将来の主要なリスク 

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

循環共生型社会
テキスト注釈
持続可能な社会のこと。環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる社会のこと。

デコ活
テキスト注釈
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称。CO₂排出削減を目指しながら、快適で持続可能なライフスタイルを広げることを目的としている。
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言」を令和３（２０２１）年５月に宣言しています。川越に暮らす私たちも地球上で生活する一員という

認識に立ち、温室効果ガスの排出削減や気候変動への適応策を通じて、脱炭素社会の実現に向け

て取り組む必要があります。 

 

②循環型社会の形成に向けて 

循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、

従来の延長線上の取組を強化するのではなく、経済社会システムそのものを循環型に変えていく

サーキュラーエコノミーへの移行が重要です。 

プラスチックを含む海洋ごみは、生態系を含めた海洋環

境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行

の障害、漁業や観光への影響など、国内外で様々な問題

を引き起こす可能性があります。こうした問題に対応すべ

く、我が国では、令和元（２０１９）年５月に「プラスチック資

源循環戦略」を策定し、３R に「Renewable（再生可能な

資源に替える）」を加え目標にしています。 

また、令和３（２０２１）年６月には、プラスチック使用製品

の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラ

スチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプ

ラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛 

り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しており、サーキュラーエコ

ノミーへの移行に向けた取組を本市でも加速化していく必要があります。 

 

③生物多様性の保全に配慮した自然共生に向けて 

生物多様性の観点からは、新たな世界目標として令和４（２０２２）年１２月に採択された「昆明・モ

ントリオール生物多様性枠組」において、生物多様性の損失を止め反転させるネイチャーポジティブ

の実現に向けた緊急の行動をとることが令和１２（２０３０）年ミッションとして定められました。この実

現に向けて、令和１２（２０３０）年までに、陸と海の３０％以上を健全な生態系として効果的に保全し

ようとする「３０by３０目標」に向けた取組が重要となっています。 

本市は、荒川、入間川、伊佐沼等の水辺空間、武蔵野

の面影を残す雑木林等の樹林地、広大な水田や畑等、

自然的な環境資源を有しています。しかし、都市化に伴

う土地の改変や後継者不足などによる雑木林の放置や

農地の減少などが進んでいます。また、雑木林や河川敷

などへの不法投棄による環境の悪化や在来生物の減少、

外来種の増加などにより、このような豊かな環境資源が

脅かされつつあります。 

自然の恵みを将来にわたり享受できる自然共生社会 

の実現に向け、人と自然が共生できるよう、身近な自然を守り、次世代に継承していく取組や、野生

生物の適正な保護管理と外来種対策の強化、自然に対する市民意識の向上・醸成等について取り

■サーキュラーエコノミーのイメージ図 

出典：令和 7 年版 環境・循環型社会・生物多

様性白書（環境省） 

市内で捕獲されたカミツキガメ 

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

自然共生社会
テキスト注釈
豊かな自然や生物多様性の維持・回復と持続可能な利用が実現するとともに、それらがもたらす恵みを将来にわたって継承していく社会のこと。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。
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組む必要があります。 

 

④自然災害に備えた防災・減災対策や環境リスクへの対応 

気候変動がもたらす大規模な自然災害や、短時間での強雨がもたらす浸水、冠水等の都市型災

害は、市民の生活に直結する脅威となります。避難場所の確保から市民、事業者及び民間団体等

への情報伝達まで、多様な災害対策が求められています。 

また、環境リスクについては、放射性物質による環境汚染など引き続き監視が必要なものに加え

て、環境目標値の設定等がない化学物質による新たな環境リスクへの対応も必要となっています。

市民の健康上の不安を解消するため、今後も継続して大気中及び除染土埋設地点の放射性物質

のモニタリング、ごみ処理施設における放射能濃度及び空間放射線量の測定、水道水における放

射性物質検査等を実施し、併せて、市民からの健康相談、持ち込み検査、放射性物質の影響等に

ついての情報提供にも適切に取り組んでいくことが求められています。 

また、国・県の動向を見据えながら、自然災害に備えた防災・減災対策の充実や新たな環境リス

クへの対応を推進していくことも重要です。 

 

⑤持続可能な社会の実現に向けて 

環境・経済・社会的側面が複雑にかかわっている現代

において、環境問題の影響を未来に残すことを極力防ぎ

持続可能な社会を実現するには、環境・経済・社会のそ

れぞれにおいて、持続的な新たな方向へ転換する必要

があります。この転換には、DX（デジタル・トランスフォー

メーション）を活用しながら、「環境の質を上げることによ

って経済社会が成長・発展できる」仕組みづくりを進め

るとともに、気候変動や生物多様性、汚染の危機を軽減

することが重要です。また、健全な物質・生命の「循環」を 

実現するとともに、健全な生態系を維持・回復し、自然と人間との「共生」や地域間の「共生」を図る

循環共生型の社会「地域循環共生圏」の形成が、目指すべき持続可能な社会の姿として国の環境

基本計画に示されています。 

持続可能な社会の実現には、あらゆる主体・世代が環境保全活動やライフスタイル・事業スタイ

ルの転換に向けた取組に参画することが重要です。社会のリーダーを含む全ての大人やこどもに対

して、そうした参画を支える情報提供や普及啓発、環境教育の機会が必要です。また、ICT（情報通

信技術）の進展や新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を契機に、タブレット PC 端末等を活

用した小中学校における授業の実施、イベントや研修のオンライン開催が広がるなど、環境教育や

学習、コミュニケーションの方法などが大きく変わってきており、多様な手法による対応が求められ

ています。 

さらに、情報提供や普及啓発と併せて多様な主体の参加によるパートナーシップを構築していく

ことも重要です。 

本市では生物調査や環境学習講座など多種多様な啓発活動を行っていますが、あらゆる主体・

世代が環境保全活動に参画できるよう取組を強化する必要があります。  

環境月間ポスターコンクールカレンダー 

DX（ディーエックス）
テキスト注釈
「Digital Transformation」の略称。デジタル技術を活用して生活やビジネスを変革すること。

ICT（アイシーティー）
テキスト注釈
「Information and Communication Technology」の略称で、コンピュータやインターネット、スマートフォンなどの情報技術と、電話や通信ネットワークなどの通信技術を組み合わせたもののこと。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

地域循環共生圏
テキスト注釈
各地域が有する地域資源（自然、物質、人材、資金など）を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことで、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方のこと。
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４-２ 緑の基本計画の課題 

（１）社会動向を踏まえた計画の方向性について 

緑に関する取組は長期的な視点で捉える必要があるため、基本的には緑の計画の考え方を継

承し、施策を推進していくことで本市の緑を保全・創出していきます。 

緑の計画策定以降、都市緑地法や都市公園法、生産緑地法など緑に関する法律が改正され、従

来の緑を増やす取組だけでなく、ストック効果をより高めることや民間との連携を加速させること、

都市公園を柔軟に使いこなすことなど連携と緑の質の向上が重要となっています。具体的には緑の

基本計画を活用した都市の再構築や民有地の緑地との連携強化や公園の配置の見直し、機能の

拡充、Park-PFI（公募設置管理）制度や市民緑地の活用など公園管理の新たな取組やグリーンイ

ンフラの活用、生物多様性への配慮等への対応が必要となっています。 

 

（２）課題 

①緑の保全・維持・活用に向けて 

【環境保全機能】 

荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川や福原地区、霞ケ関地区西部等の樹林地、伊佐沼等

の池沼は、環境基盤の骨格であるだけでなく、生き物の生息・生育空間としても重要であるため、

計画的な保全が必要です。 

歴史ある社寺の緑や屋敷林等は、都市環境負荷の低減につながるため、将来にわたって保全し

ていく必要があります。 

 

【レクリエーション機能】 

都市公園や広場等は利用者のニーズに対応するよう維持・活用施策を検討する必要があります。 

市民農園は自然や農業とふれあう空間として重要であるため、市街地内の農地を有効活用する

必要があります。 

 

【防災機能】 

災害時の安全性の確保に資する緑として、延焼・類焼

の緩衝地帯となる樹林地や緑地、避難場所となる学校や

公園、避難経路となる道路等の樹木等をグリーンインフ

ラとして活用するため、保全・育成を図る必要があります。

また、内水対策として調整池の整備や保水・遊水機能を

有する農地や樹林地等の保全が必要です。 

  

川鶴調整池（小畔水鳥の郷公園） 

Park-PFI（パーク・ピーエフアイ）制度
テキスト注釈
都市公園内にカフェや売店などの収益施設を民間事業者が設置・運営し、その収益の一部を使って公園施設の整備・管理を行う制度のこと。

グリーンインフラ
テキスト注釈
自然環境が有する多様な機能を防災・減災や、地域創生、環境保全等の様々な課題解決に活用しようとする考え方のこと。

ストック効果
テキスト注釈
整備された社会資本（道路・上下水道・都市公園など）が機能することによって、中長期的に得られる効果のこと。
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【景観保全機能】 

武蔵野の面影を残す雑木林や屋敷林、市東部地域の

広大な田園等、地域における人々と自然との関わりの中

で形成されてきた歴史的文化的景観の保存活用を図る

必要があります。 

 

 

 

 

 

②都市公園等の整備に向けて 

平成２６（２０１４）年３月末と比較すると、都市公園数は２７箇所増加したものの、市民１人当たり

の都市公園面積は０.２㎡の増加にとどまり、県の１人当たりの都市公園面積（７.７㎡/人）を下回っ

ています。さらに、アンケート調査の結果では、身近な地域の環境について、公園等が充実している

と思う人は全体の約１割にとどまっており、引き続き公園整備を進めていく必要があります。また、

社会が成熟化し、市民の価値観も多様化する中、都市基盤も一定程度整備された現代において、

緑とオープンスペースが持つ多機能性を地域や市民のために発揮すべく、そのポテンシャルを最大

限発揮させるための施策へ移行することが重要です。 

令和６（２０２４）年１２月に公表された国の緑の基本方針では、将来的な都市のあるべき姿「人と

自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-being が実感できる緑豊かな都市」の実現に向けて

国全体として都市計画区域を有する都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、そのうち市街地に

ついては緑被率が３割以上となることを目指すとともに、本方針に基づき都道府県が定める全ての

広域計画及び市町村が定める全ての基本計画において、「環境への負荷が小さいカーボンニュー

トラル都市」「人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市」「Well-being が実感でき

る水と緑豊かな都市」の実現に向けた取組及び関連する指標等を位置付けることが示されていま

す。この実現には引き続き都市公園等の整備を進めるとともに、既存公園施設の維持管理や公園

管理の DX 化、Park-PFI の導入など公民連携による公的な緑地の確保を図るとともに、民間によ

る緑地の保全・創出を促進させる必要があります。 

 

③都市緑化の推進に向けて 

施設緑地の減少を踏まえ、民有地や公共施設に対する緑化施策を継続すると同時に、市街地に

おいては、小規模開発等により減少している緑を充実するため、緑地協定の締結や屋上、壁面、駐

車場等における緑化等、都市に緑を創出する施策を推進する必要があります。 

土地区画整理事業区域や今後整備される道路等については、緑化施策の展開により都市に緑

の空間を創出することが必要です。 

市、市民、事業者及び民間団体の連携による都市の緑化を推進していくため、Park-PFI や市

民緑地認定制度などの活用に向けた、周知・啓発・仕組みづくり等が必要です。 

  

古谷から南古谷に広がる田園風景 

DX（ディーエックス）
テキスト注釈
「Digital Transformation」の略称。デジタル技術を活用して生活やビジネスを変革すること。

Park-PFI（パーク・ピーエフアイ）制度
テキスト注釈
都市公園内にカフェや売店などの収益施設を民間事業者が設置・運営し、その収益の一部を使って公園施設の整備・管理を行う制度のこと。

Park-PFI（パーク・ピーエフアイ）制度
テキスト注釈
都市公園内にカフェや売店などの収益施設を民間事業者が設置・運営し、その収益の一部を使って公園施設の整備・管理を行う制度のこと。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

緑地協定
テキスト注釈
住民相互の合意の下、市町村長の認可を受けて定める緑地の保全、緑化を図るための協定のこと。
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